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第１章 まちづくりの将来ビジョン策定にあたって 

 

１．策定の趣旨 

 

「相模原・津久井地域まちづくりの将来ビジョン」（以下「ビジョン」とい

う。）は、相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町の１市３町が合併した場

合にどのようなまちづくりを目指すのかについて、そのイメージを住民の皆様

に分かりやすくお示しし、合併についてさらに検討を進めていくための材料と

するものです。 

今後さらに検討が進み、各市町の議会の議決を経て法定の合併協議会が設置

された場合は、新市建設の基本方針や根幹的な事業について定める「新市建設

計画*1」策定の際に活用され、反映されることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新市

●法定の合併協議会で検討する 

１市３町 

新市総合計画*2 

新市のまちづくりへ 

まちづくりの将来ビジョン 

新市建設計画 

●まちづくりの将来ビジョン検討委員会 

●相模原・津久井地域合併協議会 
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２．策定の方針 

 

ビジョンの策定にあたっては、一般公募の住民及び学識経験者で組織された

「まちづくりの将来ビジョン検討委員会」（以下「まちづくり検討委員会」と

いう。）において、１市３町が抱える課題について認識を共有するとともに、

各市町がこれまで取り組んできたまちづくりの考え方を踏まえながら、新市の

将来の夢を語り合って作成しました。 

更に、住民の皆様に、素案をシンポジウムなどで説明するとともに、アンケ

ート調査などにより広く意見を聴取し、最終的にまちづくり検討委員会の中で

集約を行い、相模原・津久井地域合併協議会で協議の上、決定されたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)対象エリア 

相模原市、城山町、津久井町、相模湖町が合併して１つの市になることを

想定し、１市３町全域を対象とします。 

(2)住民意見の反映 

シンポジウム、パブリック・コメント、アンケート調査など、幅広い住民

の意見の把握に努め、ビジョンに反映しました。 

(3)地域特性の尊重 

１市３町には、今までに培われた歴史的経緯や文化があり、これらの地域

特性や資源を尊重して策定しました。 

 

 

住民の意見 
 

・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催 

・ｱﾝｹｰﾄ調査の実施 等

１市３町 
 

・総合計画 
・基本構想 等 

まちづくりのビジョン 

まちづくりの将来ビジョン検討委員会

まちづくりの将来ビジョン 

・「新市の将来像」 

・「まちづくりの進め方」 

・「まちづくりの目標」等 

相模原・津久井地域合併協議会

参考 聴取 
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第２章 新市のまちづくりの基本方向 

 

１．新市の将来像 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

相模原市、城山町、津久井町、相模湖町は、 

にぎわいと活力のある都市と、 

うるおいとやすらぎを与えてくれる豊かな自然をあわせもつ、 

魅力あふれる新しい都市になろうとしています 

 

水源の森を育み、 

首都圏における広域的な拠点として、 

産業・文化をリードし、 

さらに豊かで、個性ある都市として発展を図り、 

政令指定都市を視野に入れた新しいまちづくりにチャレンジします 

 

そして、 

人と自然にやさしいまちとして、 

市民一人ひとりが、しあわせをつくる場へと 

さらに進化させることにより、 

心の豊かさを実感する 

次世代に誇れるまちづくりを進めます 
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将来像のイメージ 
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２．合併シンボルプロジェクト 

 

新市の将来像の実現に向けて、合併した場合のシンボルとして考えられる 

プロジェクトです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．地域連結夢プロジェクト 

新市の生活や経済の活性化を支え、広域的

な「市民の交流」「新市の情報発信」の充実

を進めるためのインフラ*3として、幹線道路

の早期実現、交流拠点の整備、新交通システ

ム*4の導入を図ります。 

これにより、地域の交通の利便性、快適性

の向上を推進します。同時に新市の一体化を

図ります。 

・津久井広域道路、さがみ縦貫道路の早期

完成の実現 

・津久井広域道路、さがみ縦貫道路への交

流拠点（地域の総合体験学習拠点、道の

駅等）設置の検討 

・地域内を結ぶ生活道路の充実 

・道路景観の改善 

・新交通システム（モノレール、路面電車、

デュアルモードバス*5 など）及び交通需

要マネジメントシステム*6の導入 
 

交流拠点 

（道の駅など）

幹線道路 

新交通システム 
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 ２．市民のオアシスプロジェクト 

 ３．安全・安心ネットワークプロジェクト 

・自然の保全と活用のための取組み 

（山、川、湖の保全と活用、森林ボラン

ティアの育成、クリーンな水の確保等）

・自然体験拠点づくり 

（特産品の生産、自然体験学習、体験型

レクリエーション施設の充実） 

・ゼロエミッションの推進 

・地域文化のシンボルづくり 

“市民のオアシス”としてうるおいとやす

らぎのある新市づくりを進めます。このた

め、水源地域の山、川、湖などの優れた自然

や地域固有の風土・文化を守るとともに、こ

れらの活用を図ります。さらにゼロエミッシ

ョン*7の取組みを推進し、環境に優しいまち

づくりを進めます。 

全ての市民の生活にとって、安全・安心な

まちづくりを進めます。このため、保健、医

療、福祉の充実を図ります。また、コミュニ

ティ社会の強化を図り、住民自らが地域を守

るシステムを形成します。 

・市民参加による福祉サービス等の充実 

・自治会の支援による地域コミュニティ*8の

強化 

・地域コミュニティ、ボランティア等の力を

活かした総合セーフティーネットワーク

づくり 

・地区ごとの社会福祉協議会の設置 

 

地 域 力 

（市民どうしの絆・ 

団結・結束力） 

行動力・能力 

（ボランティアの活力

高齢者の能力 等）

+ 防 災防 犯 

保 健

医 療 

安全・安心なまちづくり

市民力 

福 祉 

教 育 

活用する 

まちづくりの成果が 

市民力の源になる 

 

自 然 

スポーツ・レクリ

エーション施設 

山 川 動植物

郷土品 

民芸品 

歴史 

民話 

伝統芸能 

地 域 資 源 

ひと

森林インストラ

クター・ガイド

住民 

ボランティア 地場産業

共 生 

親しむ 文 化 

森 水 湖 
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 ４．まち＋水源地＝産業創生プロジェクト 

新市は、まち（都市部）と水源地を併せ持

ちます。 

このため、それぞれの個性を活かした多様

なイベントの有機的な展開を図ります。これ

により、従来の商店街や観光地の活性化を目

指します。また、新たな地域特性を活かし、

先端科学産業や、ベンチャー企業*9 の誘致、

育成を進め、新市の産業創生にとりくみます。

・商店街、水源地、観光地での個性ある活性化イベ

ントの連携、開催 

（五湖巡りマラソン・駅伝等の連携、通年、テーマ

別の開催） 

・先端科学産業の創生、加工組立型工業・ベンチャ

ー企業等の強化・育成 

（ベンチャーセンターの整備、工業技術研究機関の

誘致など） 

・湖周辺の観光･商業拠点づくり（道の駅、グルメの

里など） 

・魅力ある商店街、美しい水源地などのまちづくり

の推進（修景対策など） 

 ５．市民キャンパスプロジェクト 

豊かな人間性を育む環境づくりを進めま

す。このため、子どもから大人まで、あらゆ

る人が生涯にわたって学習することができ

る機会を提供します。これにより、生涯現役

時代にふさわしい“生涯学習都市”を目指し

ます。 

・生涯学習キャンパスの展開 

（グリーン・カレッジの展開） 

・中高一貫モデル校づくり 

・幼稚園と保育園の一元化 

・生涯学習施設の整備 

・高齢者のもつ知識や経験を継承する場の創出 

・地域社会に貢献するボランティアの育成 

 

市民キャンパス（イメージ） 

保育園 

幼稚園

福祉施設 

大 学 

学校 

レクリエーション

施設 

学 び ・ 遊 び 

社 会 ・ 生 活 

・ 地域活動 

・ ボランティア活動 
 

等 

知識や技術等の 

能力を活かす 

生じた問題・課題 

の解決方法を考える

自 然 

文化施設 

 

農 

林 

商 

観 光 

工 

産 業 拠 点 

新産業の創出 
・ 

地場産業の振興 
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本　庁

市民評議員会

（市民評議会）

総合行政センター

地 域 市 民 会 議

コミュニティセンター

コ ミ ュ ニ テ ィ 会 議
学校

市民

企業

地域団体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ６．パートナーシップ都市内分権プロジェクト 

新市において都市内分権*10（分権型社会）

を実現し、市民や民間団体、企業など地域社

会を構成する様々な主体の協働により、自立

的、効率的なまちづくりを実現します。 

・全市的地域自治区*11 の設置（地域コミュニ

ティ会議*12、 市民評議員制度*13の創設等）

・地域自治区における裁量権の付与 

・ＩＴ*14 を活用した市民参画の制度の確立と

行政の効率化（ＩＴ拠点の設置） 

・まちづくりのための市民ボランティアの活

用･養成 
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３．まちづくりの進め方 

 

 

 

 

   

 

 
地方分権時代にふさわしい新市を創っていくためには、市民参画に

よるまちづくりと効率的な行財政運営を推進することが不可欠です。

市民一人ひとりがいきいきと暮らすためには、自らがまちづくりに関

わりを持つとともに、行政は市民の多様なニーズに的確に対応した行

財政運営を推進することが重要となります。そのためには、行政が意

識を変え、同時に市民一人ひとりも変わることが必要です。 

このため、地域コミュニティの育成や自治会をはじめとする、まち

づくりを行う多様な主体の活動を推進し、市民同士が支え育て合う地

域社会を形成します。そして、行政と市民とのパートナーシップ*15

の構築、ボランティア活動の推進など、市民の声が市政に反映され、

自らもまちづくりに参画する主体的で開かれたまちづくりを目指し

ます。 

これを実現するためには、拡大する都市規模に見合った、都市内分

権を進めていかなければならず、本庁に集中している権限を地域に分

散させ、それに見合った形での全市域を対象とした地域コミュニティ

の再編成が不可欠です。合併の効果を高め、新市の一体性を高めるた

めに、旧自治体区域にこだわらない、新しい地域区画に基づく都市内

分権を速やかに進めます。そのためにも、改正地方自治法上の全市的

な地域自治区等の導入を推進いたします。 

行財政では、行政や議会における市民参画による抜本的な見直しを

行い、本来的に市民にとって必要な行政サービスの充実、数値目標設

定による行政コストの削減、情報公開の推進等を図り、市民一人ひと

りが納得しうる質の高い市政運営に努めます。 
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◆まちづくりの進め方の視点 1－市民参画 
誰もが住みよい地域社会をつくるため、市民一人ひとりが支え育て合う、

地域が自立したコミュニティ社会を形成するために、全市域で都市内分権型

のまちづくりを進めます。そのために、行政は市民とのパートナーシップに

基づき、広報・広聴活動の推進に努め、全市的な地域自治区の支援の考え方

や男女共同参画の理念をふまえ、市民の市政への参画機会を拡充します。 

➣市民の行政への参画機会の拡充、協働の推進 

・市民自ら行動する地域づくり、地域で支え合う仕組みの構築 

・市内在住の多様な能力を持った人材の活用 

・市民評議員制度、地域コミュニティ会議など参画、 

協働を推進するための制度の創設 

➣都市内分権による新しい地域自治の充実 

・地域コミュニティ活動の促進 

・地域コミュニティ機能を支える組織づくり 

・地域コミュニティや市民活動の支援 

・まちづくりをする多様な主体の育成 

・「ボランティアの活用」の仕組みの構築 

 

◆まちづくりの進め方の視点 2－行財政 

市民一人ひとりが納得しうる質の高い市政運営を行うために、効率的な目

標ある行財政改革、行政職員の意識改革、情報公開の推進、近隣市町村との

連携などに努めます。 

➣効率的な行財政運営 

・行政と地域との協働（協働型市役所） 

・長期的視点に立った数値目標のある財政の健全化、効率的財政運営 

・公共施設の適正配置 

➣行政サービスの充実 

・新たな行政ニーズに対応した取組みの推進（改革への意識向上） 

・ＩＴを活用した電子市役所化の推進（先進型電子市役所） 

➣適正な人員管理 

・行政職員の能力の向上 

・職員規模の適正化 

➣情報公開等の推進 

・行財政の情報公開、行政の説明責任*16、行政評価*17の規定化 

➣広域連携の推進 

・町田市等との連携の検討 
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第３章 まちづくりの目標 

 

新市の将来像を実現するためのまちづくりの目標などをまとめました。 

以下の項目で示します。 

 

項  目 内   容 

まちづくりの目標 将来像を実現するための 4つの目標 

分野 目標を体系的に整理するための 9つの分野 

○交通 ○都市基盤 ○自然・環境 ○産業 

○観光 ○土地利用 ○教育・文化 

○保健・医療・福祉 ○安全・安心 

分野別方針 目標達成のための分野ごとの方針 

施策の方向性 分野ごとの施策の方向性 

主要な施策例 施策の方向性に沿った主な施策例 

 

 

 

まちづくりの目標              交通、都市基盤 

人、自然、産業、文化…新しい都市の交流と発展を支える、 
資源を生かした質の高い交通・都市基盤をめざす 

都市の健全な発展と市民生活の利便性や快適性の向上、そして人、

自然、産業、文化など様々な交流の架け橋という観点から、骨格と

なる交通網の強化と質の高い都市基盤の整備が重要となります。ま

た、その整備にあたっては、新市の発展を支える基盤づくりを前提

に、新たな整備だけでなく既存の基盤を工夫して活かすことも重要

です。 

このため、津久井広域道路、さがみ縦貫道路等の早期整備を図る

とともに、鉄道輸送・バスネットワークの強化、新交通システムの

導入等に取り組むことにより、国道を中心とした交通渋滞の解消と、

高齢化や日常生活圏の拡大に伴う多様な交通ニーズに対応した公共

交通網の確立を目指します。また、水源地域の保全に向けた上下水

道の整備等を進めるとともに、情報基盤の整備や美しい景観の形成

等を進め、快適で魅力ある居住環境の創造を目指します。 
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◆分野別方針－交通 

 

 

津久井広域道路、さがみ縦貫道路等の骨格幹線道路網の早期整備を図ると

ともに、鉄道輸送、バスネットワークの強化、新しい交通システムの導入等

に取り組むことにより、国道を中心とした交通渋滞の解消と、高齢化や日常

生活圏の拡大に伴う多様な交通ニーズに対応した公共交通網の確立を目指

します。 

また新市内の連携を強め、人と自然・産業・文化の多様で活発な交流によ

る都市の発展を促すため、新市内を円滑に結ぶ骨格的な交通網の整備を進め

るとともに、自然と調和した人に優しく利便性の高い道づくりに努めます。 

 

 

施策の方向性 主要な施策例 

①骨格幹線道路網の整備 ・利便性の高い体系的な道路網の整備 

（津久井広域道路、さがみ縦貫道路の早期整備） 

・中央自動車道相模湖東インターチェンジへの入り口設

置促進 

・防災面に配慮した道路網の整備 

・地域内幹線道路の整備 

②公共交通網の充実 ・津久井地域への鉄道の延伸の促進 

・鉄道の輸送力の確保（夜間など） 

・リニア中央新幹線の新駅誘致 

・バス交通のネットワークの確立 

・パーク アンド ライド*18の検討 

③新しい交通システムの 

検討 

・新しい交通システムの整備検討 

（交通手段の転換と交通軸の形成） 

④人に優しいみちづくり ・景観に配慮した道路整備 

・交通弱者に配慮した道路整備 

・身近な生活道路の整備 

◆分野別方針－交通、都市基盤 

 

 

◆分野別方針－都市基盤 
 

 

産業・情報基盤の整備、美しい景観の形成、公園整備等を進めるとともに、

水源地域の水環境の保全に向けた上下水道の整備等を進め、快適で魅力ある

居住環境の創造を目指します。また、相模川以東の活力ある市街地と相模川

以西の豊かな自然とが共存する本地域においては、自然環境や文化と調和し

た質の高い都市基盤整備を進め、将来にわたって市民が真に豊かな生活を享

受することができるまちづくりに取り組みます。 
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施策の方向性 主要な施策例 

①水源地域としての 

上下水道の整備推進 

・地域性に配慮した総合的な排水対策の推進 

・より良い給水サービス体制の確立（安定した飲料水の

確保など） 

②都市緑化の推進 ・身近な公園の整備（街区公園、近隣公園*19等） 

・市街地の緑化の推進（屋上緑化等） 

③良好な住まい方のルールづ

くり 

・良好な居住環境の創造 

④美しい景観の形成 ・自然の風景や身近な緑を生かしたうるおいある 

都市景観づくり 

⑤高度情報化基盤の 

整備推進 

・情報インフラの整備推進 

◆分野別方針－交通、都市基盤 

 

 

 

まちづくりの目標                自然・環境 

自然の豊かさを日常的に感じるまちをめざす 

新市の西側は、広大な森林や清流、湖など緑豊かな自然環境に恵

まれた地域であり、かつ、神奈川県の重要な水源地域となっていま

す。また、自然と都市の融合や、自然と人との共生をまちづくりの

基本に、自然を資源として地場産業づくりなどに活かしつつ、日常

的に暮らしの中で自然を身近に感じられるようにすることにより、

ひとびとの自然に対する意識をより、深いものとすることが求めら

れています。 

このため、水源涵養、治水、保健休養等の森林の有する多面的、

公益的な機能に配慮した保全方策を推進するとともに、自然環境に

対する意識の啓発を図ります。さらに、河川・湖の水質の向上を図

り、水源地域の総合的な環境の向上を目指します。 

また、市街地とその周辺においても、相模川や里山*20、谷戸など

の貴重な水辺や緑が残っており、市街地での良好な緑の形成により、

都市内部でも自然を感じられるうるおいと風格のあるまちづくりを

目指します。 

 

◆分野別方針－自然・環境 

 

 

新市は森林と清流と湖に恵まれた広大で豊かな自然を有しており、神奈川

県の重要な水源地域としても重要な役割を担っています。そのため、森林の 



 

 14

 

持つ価値を再評価し、市民生活や地域文化、経済活動等を支える貴重な財産

であると同時に資源として、水源地域の自然の保全と活用に努めるとともに、

市街地やその周辺に残る貴重な水辺や緑の保全に取り組み、自然と共存する

地域づくりに取り組みます。 

 

 

 

施策の方向性 主要な施策例 

①自然環境の保全、創造、 

活用 

・森林の価値の再評価（資源としての活用等） 

・自然（山、里山、湖、川）の体験機会の創出 

・地域の特性をＰＲできる貴重な動植物の保護育成 

・森林ボランティア参加による自然、森林の保全 

・市街地にある緑の保全と活用 

②水源地域の保全 ・水源地の保全 

③河川環境の向上 ・河川の水質の向上 

・生態系や人とのふれあいに配慮した河川環境づくり 

・相模川の水辺景観の形成と保全 

④湖環境の向上 ・湖の水質向上（曝
バッ

気
キ

*21等） 

・上流域や湖面水際のごみ対策の推進 

・湖周辺の水辺景観の保全と育成 

・湖面に近づける親水空間の整備 

⑤里山・谷戸環境の保全 ・里山の保全と再生 

⑥ごみ対策の推進 ・資源循環型都市の実現（ごみの減量化・資源化の 

推進、不法投棄対策の充実等） 

◆分野別方針－自然・環境 

 

 

まちづくりの目標           産業、観光、土地利用 

地域経済を支えるために自然環境と調和し、 
         地域特性を活かした産業創生をめざす 

新市の活力ある発展とゆとりある豊かな市民生活の実現には、多

様な産業の振興と計画的な土地利用の推進が重要となります。また、

バランスのとれた産業構造の実現のために、市民、企業、行政が連

携して取り組む事も重要です。 

このため、首都圏近郊で水源地を有する豊かな自然環境の立地特

性を活かした工業や農林業、観光の振興とともに、市内での生活の

核となる商店街、商業施設等の活性化を図り、地域経済の発展と魅
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力ある観光拠点の形成を目指します。また、津久井広域道路やさが

み縦貫道路の整備を踏まえた計画的な土地利用を進め、市街地の高

度利用や農林地域での適切な土地利用により、良好な居住環境の創

造と秩序ある都市の発展を目指します。 

 

◆分野別方針－産業 

 

 

首都圏近郊にあり、豊かな自然環境を有するという立地特性と、優秀な技

術力を活かし、新たな産業の創出を図るとともに雇用機会の増大を目指しま

す。また、市内での生活の核となる商店街、商業施設等の活性化や農林業の

担い手育成、観光、商業との連携により個性的で多様な産業の振興を図りま

す。 

 

 

施策の方向性 主要な施策例 

①新たな産業の創出 ・グローバルな社会経済の変化に対応できる 

地場産業の育成 

・ベンチャー企業の育成 

・農、工、商の連携の推進 

・新産業拠点の形成 

・企業立地のための基盤整備及び誘致活動の推進 

・環境共生型の企業の誘致 

（水源地での排水規制等への適応） 

・地域の立地特性を活かした産業の振興 

・物流拠点の整備 

・時代を見越した産業の支援 

・コミュニティビジネス*22の促進 

・産業用地の保全と創出 

②経営資源(技術等)の強化 ・長期的かつグローバルな変化への対応 

③農林業の振興、担い手育成 ・経営基盤強化、担い手育成等に向けた農地の活用や 

保全の促進 

・総合的な農業施策の推進 

・農地の違反転用、不法投棄防止対策の促進 

・遊休農地等の利用促進 

・荒廃山林の管理の推進 

・地域の観光、商業との連携（特産品の開発） 

・林間大学研修施設の誘致 

・商業等との連携による新都市農業の推進 

・農道、林道の整備 

④商業の活性化 ・特色ある商業地の形成 

・中心市街地（橋本、相模大野）の活性化 

・地域コミュニティの核となる商店街の活性化 

⑤雇用対策の推進 ・就労機会の拡大 

◆分野別方針－産業、観光、土地利用 
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◆分野別方針－観光 

 

 

津久井地域の四季折々の雄大な景観を育む森林や相模湖、津久井湖、城山

湖、宮ヶ瀬湖などの自然資源を活かした観光産業を育成するとともに、都市

型観光の推進を図ります。さらに観光拠点の連携を強化し、多様な余暇ニー

ズに応えることができる、やすらぎと賑わいのある観光地づくりを進めます。 

 

 

施策の方向性 主要な施策例 

①観光の振興 ・観光拠点へのアクセス性の向上 

・自然を活かした観光産業の育成、ＰＲの推進 

・観光イベントの実施（スポーツ、教育等） 

・いきがい農園、観光農園の推進 

・自然探検教室、フリースクール*23の推進 

②自然を活かした 

レクリエーションの振興 

・津久井地域の自然を活かした体験型レクリエーション

の充実 

・川、湖の観光利用の推進 

・歴史、遺跡、地場産業などを活かしたエコミュージア

ム*24の展開 

◆分野別方針－産業、観光、土地利用 

 

 

◆分野別方針－土地利用 

 

 

津久井広域道路やさがみ縦貫道路の整備を踏まえた計画的な土地利用を

進めるとともに、中心地及び市内各地域の市街地での高度利用、新市全体で

の効率的かつ秩序ある土地利用などにより、良好な居住環境の創造と新たな

産業立地も進め、特色ある地域の発展を目指します。 

 

 

施策の方向性 主要な施策例 

①計画的で秩序ある土地 

利用の推進 

・市民が一体となる地域拠点の強化 

・津久井広域道路やさがみ縦貫道路の整備に対応した 

土地利用の推進 

・自然環境、住環境保全のための規制、誘導 

・自然環境と共存した土地利用の推進 

・水源地域や農地の土地利用規制の改正と効果的な運用

②特色のある地域づくり ・地域の個性にあったまちづくり、都市景観づくり 
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施策の方向性 主要な施策例 

③駅前密集市街地の改善 ・橋本駅、相模大野駅、小田急相模原駅周辺等の都市機

能の充実や住環境整備のための集合化の促進 

・相模湖駅前市街地の環境、景観の改善 

④米軍基地対策の推進 ・都市、交通網を遮断する米軍基地対策の推進 

◆分野別方針－産業、観光、土地利用 

 

 

 

まちづくりの目標   教育･文化、保健･医療･福祉、安全･安心 

心の豊かさを育み、安心して活き活きとした 
市民生活の実現をめざす 

活き活きとした安心･安全な市民生活を実現するためには、心豊

かな人にやさしいユニバーサルなまちづくり*25が重要となります。 

このため、教育環境の充実や自然、文化の活用による人間性豊か

な教育の実現とともに、医療機関や福祉施設と家庭、地域とが連携

した保健･医療･福祉体制の確立により、市民だれもが安心して生活

できる地域社会の形成を目指します。 

また、市街地から山間部までの行き届いた防災･防犯対策を進め、

市民が安全に生活できるまちづくりを目指します。 

 

◆分野別方針－教育・文化 

 

 

豊かな人間性を育むために、ライフステージに応じた教育・学習機会の充

実、支援及び学習・文化・スポーツ施設の整備、活用を図るとともに、スポ

ーツ・レクリエーションの振興に努めます。また、伝統的行事の継承や文化

財などの保護、活用に努めるなど、個性ある生涯学習都市を目指します。 

 

 

施策の方向性 主要な施策例 

①幼児教育の充実及び多様化 ・幼稚園の教育活動、教育環境の充実 

・幼稚園における子育て支援の充実 

・就学前の教育、保育を一体化した総合施設の検討 

②学校教育の充実及び多様化 ・少人数学級の実現 

・特色ある教育の推進（中高一貫教育の推進、全寮制等）

・地域の実情を踏まえた学校規模適正化の推進 

③学校施設等の充実 ・老朽化、情報化への対応など学校施設の整備 

・学校給食の在り方の検討 
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施策の方向性 主要な施策例 

④生涯学習の推進 ・日常生活圏できめ細かに学習できる場づくり 

・生涯学習講座の開催、ＰＲ 

・生涯学習に対応した施設の充実 

・自然を活かした体験学習の拠点づくり 

⑤青少年教育の推進 ・青少年の集える場づくり 

・地域の良さを活かす教育の推進 

⑥スポーツ・レクリエーショ

ンの振興 

・スポーツ･レクリエーション施設の整備、運営の推進 

⑦文化施設の整備及び活用 ・既存文化施設の再編、統廃合による費用対効果の向上

・新市に対応した市立博物館（相模原市立博物館）の 

運営 

・津久井地域への文化施設の配置 

・文化施設の利用者増に向けた積極的な取組みの推進 

⑧伝統的行事、文化財の保護

及び活用 

・祭り等の伝統的行事の保護、育成 

・郷土の歴史、偉大な先人、伝統ある産業、行事等の 

共有財産としての保護 

・歴史、遺跡、地場産業などを活かしたエコミュージア

ムの展開 

⑨国際交流の推進 ・外国籍市民への支援と交流の機会充実（内なる国際交

流） 

・友好都市交流を通した国際理解の推進 

◆分野別方針－教育・文化、保健・医療・福祉、安全・安心 

 

◆分野別方針－保健・医療・福祉 
 

 

家庭を取り巻く環境が大きく変化している中、市民誰もが安心して幸せな

生活をおくることができるよう、健康づくりや健やかな子育て環境づくりに

努めるとともに、高齢者や障害者の自立と社会参加に対して、ノーマライゼ

ーション*26の理念を持って支えあう地域社会の形成に取り組みます。 

 

 

施策の方向性 主要な施策例 

①医療・相談支援体制の充実 ・地域における医療・相談支援体制の充実 

・専門的な医療体制の充実 

・救急時における医療体制の充実 

・健康づくりの推進 

・保健サービスの充実 

②児童・母子（父子） 

福祉の充実 

・出産に関する助成制度等の検討 

（出産費用の拡大への対応） 

・子どもに対する医療体制の充実（医療費補助） 

・仕事と子育ての両立が図れる保育環境の充実 

・保育所･児童クラブの待機児童解消 

・ひとり親家庭への援護対策の推進 

③高齢者福祉の充実 ・高齢者福祉施設の充実 

・生きがい農園、あじさい大学への参加機会の拡充 
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施策の方向性 主要な施策例 

④障害者福祉の充実 ・障害児への支援強化、障害者施設の整備・充実 

⑤地域福祉の充実 ・ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進 

・総合的な福祉施策の推進 

・地域で助け合う福祉活動の推進 

・助け合う地域コミュニティの形成 

⑥援護を要する人の 

福祉の充実 

・自立支援の推進 

・雇用対策の充実 

⑦健康づくりの充実 ・生涯にわたる健康づくりの推進 

・快適で安全な生活環境づくりの推進 

・より良い生活環境への改善 

◆分野別方針－教育・文化、保健・医療・福祉、安全・安心 

+ 

 

◆分野別方針－安全・安心 

 

 

市街地から山間部に至るまでの災害等に対する基盤整備や、消防、救急救

助体制など、ハード、ソフト両面の防災対策を推進し、市民の生命と財産を

守ります。また、公害防止対策や地域社会の変容に伴う防犯対策などを進め、

市民が安心して生活できるまちづくりを目指します。 

 

 

施策の方向性 主要な施策例 

①防災対策の推進 ・国、県、他自治体との連携による総合的な防災対策の

実施 

・自主防災組織等、地域での防災ネットワークづくり 

②治山・治水対策の推進 ・水害対策の推進 

・防災、安全に配慮した河川整備の推進 

・水害対策、土砂対策の推進 

・急傾斜地、湖岸等における崩壊対策の推進 

③消防体制の整備推進 ・消防、救急救助体制の強化 

④公害防止対策の推進 ・交通公害対策の推進 

・大気環境等の負荷の低減化 

⑤防犯対策の推進 ・警察との連携強化 

・地域での防犯ネットワークづくり 

・防犯灯の設置推進 

⑥安全な消費生活の確立 ・相談体制の確立と被害未然防止対策の推進 

・地産地消の考え方に基づく生産者と消費者が連携した

 仕組みづくり 

◆分野別方針－教育・文化、保健・医療・福祉、安全・安心 



 

 20

補章 まちづくりの検討課題 

 

１．１市３町の地域特性や資源に関する意見 

 

ビジョンを検討するにあたって、タウンウォッチングなどにより各市町の地域

特性、資源や課題などについて把握し、意見を出し合いました。 

各委員から出された、１市３町の地域特性、資源や課題に関する意見を次の分

野ごとに整理しました。 

 

 

■地域特性、資源の分野区分 

項目 分 野 

１ (1)交通 

 (2)都市基盤 

２ (1)自然・環境 

３ (1)産業・観光 

 (2)土地利用 

４ (1)教育・文化 

 (2)健康・福祉 

 (3)安全・安心 

５ (1)参加・協働 

 (2)行財政 
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地域特性、資源１ 【(1)交通】 

１市３町の地域特性や資源に関する意見（１／１０）  

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

【良いところ】 

○近い将来さがみ縦貫道路が開通する 

○交通量が比較的少なく、騒音なども小さく静か

である 

○各方面の行楽地へのアクセスもそこそこ良い 

【課題】 

●通勤ラッシュ、土日ともなるとＲ413 の混雑が

すごい、周辺生活道路にも迂回車が進入してく

る、自転車の走りづらい国道がまだある 

 …久保沢～Ｒ412～三ヶ木間 

…津久井日赤～久保沢 

●合併後の広さと交通網の充実整備の必要性を

実感。交通渋滞解消、観光拡充のためにも津久

井広域道路とさがみ縦貫道路の早期実現が重

要 

●交通アクセスが悪い。ターミナル駅から遠い 

●バス便が不便・所要時間不安定 

●電線の地中化が一部だけでもできないものか 

 

【良いところ】 

○幹線道路（Ｒ412、Ｒ413）が、産業、観光、

通勤、通学にフルに活用されている 

○高速道路のインターが近い 

○京浜、相模原、八王子、町田地区へ通勤可能 

【課題】 

●幹線道路であるＲ412 とＲ413 の慢性的渋滞

（幹線道路がこの２線しかない）新小倉橋開

通で緩和された部分もあるが、一部だけであ

る 

…久保沢～R412～三ヶ木間 

…津久井日赤～久保沢 

●幹線道路から生活道路に入ると狭い 

●交通が不便。定期バスの本数が少ない。津久

井街道は、慢性渋滞している 

●電車がないので、通勤・通学に支障がある 

●駅から遠い、自動車がなくては不便。橋本ま

で遠く、通勤が大変に思う 

●津久井に鉄道がないことから、車が多い 

●地下鉄での京王線乗り入れ、または、モノレ

ールによる相模湖への連絡 

 

【良いところ】 

○中央高速道路、インターチェンジがあり便利

○Ｒ20（甲州街道）Ｒ412 がある 

○JR 中央本線が通っている。駅がある。 近は

東京直通が多いので便利 

【課題】 

 ●橋が多いため渋滞（特に通勤時間帯）が発生

し時間がかかる。休日の交通渋滞 

…相模湖（R412、R413、R16）～相模原まで

全部 

…相模湖駅（R20）、駅前の四つ角の渋滞 

…相模湖インターでＲ413 が混雑する 

●高速が相模原までこない 

●道が狭い。歩道の整備等が遅れている 

●夜間の電車本数が少ないため不便 

●山坂でバス停までの時間がかかる。バス路線

が少ないため、老人等にとっては不便 

●駅前タクシーが独占２台しかないため、全く

使えぬことがしばしばある 

 

【良いところ】 

○交通の便がよい。都内や横浜への周辺アクセス

がよい 

○周囲を鉄道網に囲まれているので、外の地域に

出るのに便利。横浜線、相模線、京王線、小田

急線という電車網が老若男女を問わず、生活の

向上に貢献している。橋本近辺はどこに行くに

も便利 

○Ｒ16 は、市内へ出かけるときの基準となり解り

やすい 

○バス交通が充実している 

○自転車を使えば便利である 

○道路、歩道の整備が比較的良好である。駐車場

が充実している 

【課題】 

●相模原の道路は主要なものほど渋滞している。

土日の交通渋滞が多い 

…Ｒ16～Ｒ246、相模原Ｒ16 の東部 

●自動車による交通渋滞、騒音、排気ガスが深刻

である 

●駅前が雑然としており、交通渋滞が慢性化して

いる。違法駐車も多い 

●相模原の中央部に公共交通が少ない 

●市域内のバス交通ネットワークが悪く、バスの

本数が少ない。バス路線が減っている 

●Ｒ16 は自転車交通や、歩行者対策、美観、サイ

ンは不十分である 

●Ｒ16 は全線 3 車線にして、右左折レーンを増や

す必要を感じる 

●繁華街等での路上駐車が多い（駐車スペースが

少ない、車は市民の必需品） 

 

【課題】 

●特に津久井３町は交通の便が悪い 

●交通～不便と観光産業にも役立つように橋本

駅を起点に軌道で津久井地区方面に敷く。モノ

レール等 

 

  

 

 

○良いところ ●課題
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地域特性、資源１ 【(2)都市基盤】 

１市３町の地域特性や資源に関する意見（２／１０） 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

【良いところ】 

○町の施設が充実している 

○自然も多く、スポーツのできるグランドが充実

し、各自治会や青少年育成会組織を土台とする

町の体制がしっかりしていて高齢者、成人、子

供達への環境づくりに力をいれている 

○小倉橋でのこだまプール開場、キャンプが近場

○ごみ置き場がきれい。ごみの収集も徹底されて

いて衛生的にも住みやすい 

【課題】 

●Ｒ412、Ｒ413 沿道の修景対策を地域住民と行

政が協力して実施したい。修景対策懇談会をま

ず作る（特に建設関係、自動車関係業者の景観

意識の向上が商業振興上も必要か） 

●情報インフラの整備は進んでいるとは言えな

い 

 

【良いところ】 

○町の施設などの使用料が安い（無料） 

○町営の住宅が格安で入居可 

【課題】 

●合併処理槽利用者と下水道利用者とで不公平

感がある 

●ごみ、し尿を各々1 町ごとには出来ず、4 町共

同で行っているという事はやはり地域性・結束

力を感じた。分別や回収日も相模原とは違いま

すので慣れるまで大変かもしれません 

●ごみ処理は合併の大きな課題となっているは

ずなのに、なぜ有料化をしないのだろうか。こ

れは全国的な課題であり、有料化の流れが普通

だと思う 

●光通信網が来ていない。インターネット環境が

悪い 

●有線ＴＶ 

●相模原市の上大島の施設などは、本来なら津久

井町に造るべきであった 

●中途半端な総合グラウンドが複数ある 

●主要銀行がない 

 

【良いところ】 

○公共機関、施設、道路、交通機関等が小自治体

としては整っている 

○1 人当りごみ排出量が少ない 

○住民運動で光ファイバーが通った 

○町の随所にフラワーポットなどがおかれ、心な

ごむ 

【課題】 

●相模湖町の少子高齢化が進み、子供が少なく、

町の活性化がはかれない。まちづくりが消極的

である 

●ポイ捨てが多い。水源地の割にゴミの不法投

棄、廃屋、廃品。リサイクル、野晒しが目立ち

不潔感あり 

●子供が遊べる公園が少ない 

●都市銀行がない 

 

【良いところ】 

○地方都市として一定の設備が整っている 

○橋本地区は駅を中心に、出張所、幼稚園、小・

中・高等学校、病院、商店等、徒歩圏内に生活

する上での望む以上のものが整備されている 

○色々な公共施設（文化、スポーツ等）が充実し

ている 

○それぞれ個性をもった施設群を拠点的につく

っているのはよいと思う。それぞれが森になっ

ている 

○下水道が完備されている 

○市の中心地の区画整理は見事。街路樹の緑も素

晴しい 

○都市公園、木もれびの森、桜並木などの緑が多

い 

○緑道、散策道が整備されている 

○都市公園が多く整備されている。気持ちが良い 

○レクリエーション施設が充実している 

○スポーツ施設がある公園が充実している 

○大型の施設の完備、温水プール、スケートリン

ク、音楽用ホール、野球場等 

○市立総合体育館の施設規模は中央体育館とし

て十分。市内施設からの情報発信、中核機能の

充実などが大切。レストランも大規模体育館施

設にはうってつけ。（自由に十分稼がせて）経

営に資する使用料・収入を得てはどうか 

○総合水泳場（さがみはらグリーンプール）は、

よく整備された環境の良いプール。多くの市民

が活用出来る場にしたい。費用がかかってもこ

の様な設備は必要 

○グリーンタワーは、唯一、相模原市内全域を見

られるスポットである。麻溝公園も広大な敷地

でとても美しい 

○南清掃工場の周辺対策、景観対策も良く、静か

な工場だと思った 

○主要ポイントや街中にかなりあじさいが目立

ち、特徴となっている（ちょうどシーズンであ

るせいか） 

○都市ガスは便利である 

○ひばり放送がある 

○米軍基地は、交流があり様々な体験ができる 

 

【課題】 

●下水道の未整備。水源地として整備急務 

  

○良いところ ●課題
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【課題】 

●歴史の浅い「まち」なので、落ち着いた風格、

風情が足りない 

●まちのつくり、雰囲気に深みが感じられず、外

部から訪れたいと思わせる「まち」の魅力が少

ない 

●これ以上の箱物は不要、維持費が無駄では 

●都市ガスが整備されていない 

●公営住宅が市民ニーズを満たせない（不足、狭

い） 

●公共サイン（案内）がわかりづらい 

●ごみ減量を更に進めることが重要である。ポリ

袋等不要の買物 

●南清掃工場 

…施設の古さを感じた。H18 年に新しい施設が

着工予定との説明があり心強く思った 

…改築にあたっては、他施設、周辺ごみ状況、

制度面、総合的に考慮した対応を願いたい 

…津久井郡の焼却炉の総合化を図り人員の削

減が可能（3 ヶ所での能力要検討） 

●市民一人当りの公園面積は少なく、都市公園が

全体的に不足。近くに子供を遊ばせるような公

園だけがない 

●都市公園は良く整備されているが、観光資源や

奥座敷的地域がない。市街地もやや都市景観に

欠ける地域が多い 

●総合水泳場（さがみはらグリーンプール） 

…経費削減と収入増に更に工夫が必要 

…こういう施設は「自ら来る人」だけの施設で

はなくそうでない人も引き込んで活用して

いくそんな施策が必要（市民の健康増進） 

…体力測定等のサービス（回数券サービス等）

研究して経費減向上を図る 

…市民選手権、年齢別記録大会等実施 PR 希望 

 

 
  

 ○良いところ ●課題
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地域特性、資源２ 【(1)自然・環境】 

１市３町の地域特性や資源に関する意見（３／１０） 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

【良いところ】 

○自然環境（森林、城山湖、相模川）に恵まれて

いる。空気がきれい 

○水源地を持っている 

○町の森林財産区がある 

○山の散策と山の幸を楽しめる 

○小松や城北地区の里山・谷戸の環境・風景は 

貴重 

○葉山島の水田景観が良好 

○人口の割に、自然が残っている。居住と自然と

が上手く別けられている 

【課題】 

 ●山、湖の自然環境をいま少し活かせないか 

 ●津久井街道沿いも飲食店等が建ち並び、町の 

姿がかわりつつある。あまり、自然が破壊され

ると城山本来の良さが失われる 

●河川にゴミを捨てられやすい 

●境川の汚濁がある。町田、相模原、津久井郡で

蛍の棲める川に戻す工夫が必要 

 

 

【良いところ】 

○大自然、四季、里山、畑、森 

○自然が豊かで広がりがあり、水と空気がきれ

い。名実ともに広大かつ雄大な「自然・緑」。

国定公園がある 

○津久井湖があり、景色がよい 

○水源地を持っている。道志川の水源は、県内都

心部へは大切な役割を果たしている。津久井湖

水資源の恩恵、発電、工業、農業用水が豊富 

○道志川の川辺でキャンプができる。早戸川で渓

流釣ができる。野山川、身近に自然がある。子

供たちが自然と触れ合える 

○町の広大な面積と森林財産区がある 

【課題】 

●津久井湖を観光資源として活かしきれていな

い 

●緑や水の評価・価値が低すぎる。大切だと思っ

たら、それを守り育てる資本を投下すべきであ

り、担保価値（評価額）も高くすべきである 

●下水道の施工率が低い為か湖水にアオコが発

生。曝気（ばっき）、水質改善が急務である 

●津久井の自然を観光地化してしまわない活用

が出来たら良い。工夫すれば多くの市民が利用

できる 

 

【良いところ】 

○みどり豊かで水、空気がきれい。県立自然公園

がある 

○神奈川県の水源である相模湖がある 

○相模湖の水のある風景は非常によい 

 ○都会から一時間の大自然 

 ○自然に恵まれ古い歴史と文化がある 

【課題】 
●山、湖という恵まれた自然をいま少し活かせな

いか 

●相模湖、津久井湖とも汚れている。相模湖の水

面、津久井湖共に水際のゴミが目立ち近づくと

汚い感じである。飲料に使っているので工夫が

必要 

 ●自然の破壊、世俗化 

 ●山間で冬は非常に寒い 

 

 

【良いところ】 

○自然が残っている 

○相模川などの水辺空間のオープンスペースが

確保されている 

○北相の中心地にふさわしい市街地と斜面緑地

を大切にしているのは気持ちが良い 

○60 万人都市の割には緑が多いのが特徴。この

緑を大切にしていかなければならない 

○合併後は更に緑が増える。この対策をどの様に

するかが大切 

【課題】 

●山や川、森林等の自然に親しめる環境に乏し

い。「自然」らしい自然がない 

●ビルばかりで、河川敷まで人工的である 

 

【良いところ】 

○豊かな自然（城山・相模湖・津久井） 

○津久井・相模湖の豊かな自然を守り育てなけれ

ばいけない 

○津久井の住まい方を考える。環境に優しい暮ら

し方をしないといけない 

○津久井地域は、湖と緑が大きな財産なので、こ

れを活かしたまちづくりが必要 

 

【課題】 

 ●自然にめぐまれているのに環境に対して意識が低い 

 ●豊かな自然と住民との共存 

 ●緑が多い住環境の中で生活したい 

●水源地は観光資源として大切である 

●水源水質の保護と地域整備の発展を両立させなければならない 

 

 

 

 

○良いところ ●課題
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地域特性、資源３ 【(1)産業・観光】 

１市３町の地域特性や資源に関する意見（４／１０） 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

【良いところ】 

○農工商とりあえずひととおりそろっている。商

工業が盛んで雇用の場が多い。しかも、これか

らの成長が期待できる。工業、商業の特性が豊

か 

○２次、３次産業が多く就職先が多い 

○現産業だけではなく、新たな産業の創出への取

組みがなされている 

○商店街が点在していて買い物に困らない。商業

施設が充実している。各種大型店があり便利 

○買い物が近くでほぼ全て済む 

○Ｒ16 沿道は全国でも有数の物価の安さは大切

な都市機能の一つ 

○相模川であゆ釣場、キャンプ常設 

【課題】 

●農地の違法転用、不法投棄など畑地の環境が悪

い 

●相模原市自体が大きいので商圏が大きいので

まとが絞りにくい 

●殆どが大型ショッピングセンター化し、従来か

らの商店街に活気が無い、もしくは消滅してい

る 

 

【良いところ】 

○工場等が多い感じ。雇用の場が多い 

○日常の買い物は町内で済ますことができる。ち

ょっと足を伸ばす感覚でデパート、専門店にも

行ける 

○Ｒ413 沿いの大型店 

○身近に多くのアウトドアスポットがある 

…城山湖やカタクリの里、ホタル、清流の里、

梅園等 

…多様なハイキングコース･ウォーキングコース

○人口に対する市民農園数が多い 

○城山湖 

…城山湖は津久井山地への玄関口として重要 

…周遊ハイキングコースでの森林浴 

…城山湖からの眺望。相模原市内や津久井の町

がよくみえ、このような地点を強調し視覚的

一体化を促す 

…ダム周辺は人手が入っていなくて良い感じ。

自然を活かしてリラクゼーション・ヘルスエ

リアのような使い方が出来ると良い 

…湖が誕生したときと変わらない自然の佇ま

いに心がいやされる。環境保全には充分留意

しなければならない 

○津久井湖記念館では、津久井・相模湖のダム建

設における歴史を再確認することができ、地域

性を相模原市民に少しでも理解していただけた

と思う 

【課題】 

●地場産業が弱い。職場が少ない 

●大きな本屋、画材屋が無いので橋本駅前まで行く

●町内で用事を済ます事が限られてしまう。パワ

ーを感じない 

●広大な津久井 3 町（藤野町も将来合併は参入さ

れるように）都市計画で自然を活かした体験型

の観光開発を今後新市で進められたらよい 

 

【良いところ】 

○地場産業（組み紐）がある 

○日常の買い物はスーパーが24時間オープンで便利 

○津久井湖公園の整備が進んでいる。期待大 

○相模原市に不足している市民農園が出来易い 

○ふれあいの館は観光客が結構多い 

○観光開発の余地・可能性が十分にある 

○シーズン中の登山客も結構多い 

○観光資源（宮ヶ瀬湖、津久井湖、城山の整備）

農産物の直販、菜園オーナー 

【課題】 

●荒廃山林・未利用農地が多い。景観を損ねる 

●津久井での働く場の確保は難しい。都心部に出

るためには駅周辺への駐車場確保が必要 
●地場産業が弱い。職場が少ない 

…かつては、有数の生糸生産地であったが、今

や壊滅的な状態である 

●大企業がない。二次産業の欠落 

●企業立地の基盤が整っていないうえ、排水規制

が厳しく新規立地を妨げている 

●誘致した産業の景気も悪く閉鎖した工場もある 

●商店街が中型、大型スーパーの影響もあって閑

散としている。高級品の買い物は、立川、町田、

八王子へ出向く 

●個人商店の元気がないのが寂しい。中野商店街

ではシャッターの閉まっている店が多く、活気

が無く、閑散としている。大型店がバイパスに

あるが特色ある商店作りが必要である 
●津久井湖畔の観光が寂しい 

●尾崎記念館や郷土史資料館などあるが、何とな

く入りにくい。積極的に見せようとしていない 

●観光スポットにいくまでの道のりが長い。観光

スポットによっては「あれ？」という場所もあ

る 

 

【良いところ】 

○無農薬、有機的農園芸に努めている住民がいる

○観光・地場産業に発展可能性を感じる 

○相模湖の観光地、船遊び、釣、湖上祭の花火大

会 

…相模湖湖上祭は人気がある花火大会 

…湖でボートに乗れる 

○アミューズメントパーク、ピクニックランドが

ある 

○相模湖ファンともいうべき、ボランティアや来

町リピターが多い 

○石老山は比較的、登りやすい。登山、ハイキン

グ、散策路などの整備と、ガイド資料が行き届

いている 

【課題】 

●荒れた林野が多い 

●町の企業と人口の少なさは将来の自立性に欠

ける 

●中心となる産業が無い。地場産業が弱い。職場

が少ない 

●水源地であるため、各種規制があり産業らしい

産業が無い 

●日用品を売る店が遠く不便。町中心部に大型店

（スーパー）が無い 

●町中心部にガソリンスタンドが無い 

●駅前商店街が充実していない 

●駅周辺商店街は毎年店舗が減っていく。もっと

工夫し個人商店、商店街としての個性を出して

いく必要がある。地域住民ももっと個人商店に

目を向けないといけない。相模湖公園の商店街

は高度成長期のレトロな雰囲気を徹底的に出

していけば受ける 

●相模湖を観光資源として活かしきれていない 

●相模湖の湖面利用が難しい中途半端な観光地 

●相模湖公園が園内、駐車場とも整備されたの

に、思ったほど観光客が見られない 

●相模湖公園の観光客は疎らで、公園入口の食堂

は廃業して汚れ放題、隣の建物もガラス窓は汚

れ惨めな姿を晒している 

 

○良いところ ●課題
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●城山湖 

…城山湖周遊ハイキングコースには、売店の設

備、雨宿りのひさしが欲しい 

…城山湖の周りの整備と散策路の拡充整備、Ｐ

Ｒすればもっと良くなる。サインがハイセン

ス、効果的だとよい 

…城山湖に行く道サイドの緑が伸びきってい

るので、手入れが大変。城山湖をレジャー向

けに開発しては 

…城山湖で町民の森散策路にプラス森林浴を

兼ねたマレットゴルフ場とレストハウスを

造設したらどうか 

…城山湖の南面の眺望を活かしたい。城山地域

の自然保護、レクリエーションの拠点として

民間資本を入れて観光開発し、新市観光の中

心地とする 

…城山湖でのスポーツイベント・市民マラソ

ン、駅伝の開催 

…城山にケーブルリフトがあれば観光地とし

てメリットが出るのでは。県立津久井湖城山

公園から城山へロープウェイを設置し、頂上

に「シンボルタワー」をつくるなど観光設備

を導入できないか 

…せっかく花や水で景観づくりをしているの

に、観光センターから演歌が流れていたり、

ラーメンやおみやげの旗がなびいていたり

するのは問題 

●津久井湖記念館 

…津久井湖記念館は負の歴史も含めてコンパ

クトによくまとまっているが、全体が古びて

いる。リニューアル・PR すれば都市の地域

史資料館として良い 

…施設としては古いこともあり、中途半端な感

じがする。道の駅のイメージで立て直すのが

良い 

…土曜日なのに活気が無い。野外音楽施設や文

化ホール等があれば良いと思う 

 

●津久井町緑の休暇村センター 

…相模原市民の多くの方が利用できるように

していきたい 

…ここも自然も施設も中途半端な感じ。もう少

し広い自然を活用できないか 

…温泉、カラオケの出来る日帰り保養センター

（老人も OK）の拡充整備 

…温泉設備を早く立ち上げてＰＲを広く行

い集客に努めるべき。Ｒ413 からの入口に

看板が欲しい 

…温泉掘削中、新市の奥座敷、県民、都民の憩

のスペースとして大切に整備したい、修景対

策も。相模湖と宮ヶ瀬は一応まとまっている

観光拠点と思う。湖畔に民間商業スペースが

あり活気が生まれている 

●一案（新小倉橋エリアに大型の道の駅建設、駐

車場完備でテナントを募集し食堂、地場産物の

直販、入浴、サウナ、仮眠部屋、観光のﾍﾞｰｽｷ

ｬﾝﾌﾟ、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰとして活用、馬券、ボート

券売場併設、健全な娯楽場、地元活性） 

●森林浴を主体とした公式マレットゴルフコー

スの新設 

 

●相模湖は日本 初の人造湖だが、観光地として

は、中央高速の開通以来通過点になってしまっ

た 

●全国的に名が通り、神奈川県有数の観光地とし

ての施設と遊具類があるが相互の連携がない。

ピクニックランドも石老山等の山にもそれぞ

れ単眼で整備されている感じがある。3 町唯一

の JR 駅、高速インターも生かされていない 

●R20 の小原本陣付近のまちなみ（街道）はもっ

と保存して観光資源にしたらいいと思う 

 

 

【課題】 

●自然が豊かだが山林の材価の低迷により山が

荒れている。将来問題 

 ●山林の荒廃（水源資質の保全） 

 

 

●自然を活かした産業があるとよい 

 

 

 ○良いところ ●課題



 

 

27

地域特性、資源３ 【(2)土地利用】 

１市３町の地域特性や資源に関する意見（５／１０） 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

【良いところ】 

○細長い、通過交通が多いなどの地理的ハンデを感じ

させない、まちとしてのまとまりがある 

○自然が豊かで住環境がよい。バランスの良い住宅都

市 

○町田、相模原のベットタウンとして発展 

○相模原市と陸続き、平地。相模原市に隣接して生活

圏を共有していること 

○いろいろな面で「古い」ところと「新しい」ところ

が混在しており、何となく落ち着く町である 

○若葉台、原宿、町屋等の住宅地と小倉地区等の自然

地域等の役割がよくわかる 

○城山若葉台団地は、緑に包まれた街並みがきれい。

今後、道路計画等が進むと戸建住宅の立地等が増え

ると思われるが、水源地域津久井にふさわしい暮らし

方・住まい方を具現化する方策を考える必要がある 

【課題】 

●町としての特色が感じられない。まちに活気がない

●相模原市の一部という感じがする。相模原市のフリ

ンジ的位置で印象が薄い。津久井と相模原の中間で

あまり地域性を感じない 

●見えない相模原との境界線で、土地の値段が安くな

ってしまったり、売れなかったりする 

●道が混んでいて、津久井や相模湖方向に行く通過点

という感じがある 

●町役場付近しか栄えていない 

●町面積の狭さ 

●拠点性にかける町。ベットタウンのイメージが強

い。 

●まちにランドマークがない 

 

【良いところ】 

○歴史を感じるまち。津久井町の歴史は古く優れ

た文化があり、また各地区においては親密な連

帯感がある 

○土地が比較的低廉で住宅を建設しやすい 

○人口密度の低さ 

○津久井郡の中心地 

○町の面積が広い 

【課題】 

●集落が離れていて寂しそう。居住地が点在して

いる。広すぎてまとまりがない 

●町面積の半分以上が森林等である 

●津久井郡の中核としての活力や吸引力に欠ける 

●土地利用に制限がかかりすぎている 

●無計画な開発が多く良好な社会資本ストックに

結びつかない 

●金原工業団地・国道 413 号青野原バイパス周辺

で、耕作放棄された農地・未利用地が目立つ。

営農意欲もないのだし、国道沿い、また津久井

広域道路計画等のこともふまえて土地利用のあ

り方を考えるべき 

●津久井湖以外何があるか知らない 

●何となく「古い」イメージがある。町の随所に

ちょっとさびれた感じがする 

●何となく生活しにくそう 

●中野は、ロケーションからいって、もう少しキ

チッとした街づくりがあってもよいように思う 

●山梨県と間違えられる 

【良いところ】 

 ○高速ＩＣの名称は、知名度を上

げるには大変有効である。関西

でも相模湖を知っている人もい

る 

○津久井郡４町の中でも一番ネー

ムバリューがある 

○住みやすそう 

○小原宿の面影を残す景観がいい

【課題】 

●湖からＪＲの駅に至る一体に、

住宅が雑然と密集している感じ

●駅、高速道路のＩＣがあるのに、

駅前商店街等の元気が無く、住

宅地もあまりない 

●駅前商店街の活気がないうえ景

観も乱雑 

●相模原の地価が下がり、相模湖

町から引っ越ししてしまう現状

●湖がある位で特徴がない。相模

湖以外何があるか知らない 

●利用可能な土地が少ないことも

あり、これからの発展が難しそ

う 

●湖に一等地を取られ傾斜地にひ

しめき合って住んでいる感じが

する 

 

【良いところ】 
○若い「まち」という感じで、明るいイメージを持つ 
○住居、産業、商業地域面積が広く人口が増加している 
○橋本、町田、相模大野、古淵など大きな街がある。地

域的に、相模原/大野/橋本/上溝がバラバラだが、今と
なってみれば、中核地がたくさんあるのは魅力的 

○北相地域の中心的存在、３町との合併によりバランス
の良い自立性の高い政令指定都市となる 

○土地が平坦。都市部と農村部が混在している 
○人口が多く活気がある。買い物がしやすく安い 
○駅周辺は色々な施設が多く便利。ターミナル駅周辺は

非常に活気がある 
○都市計画の優秀さ 
○「あじさい通り」がよかった。相模原市内だが、津久井

広域道路に▽▽通り風の特徴を持たせるとよい。心理的一
体化 

【課題】 
●南北が分断されているイメージがある。北部に対する

なじみがうすい、混雑している。広すぎるし、人口も
多すぎるので同じ市という一体感がない。南北に長い 

●市民が一体になるシンボル（いわゆるまちのへそ）が
ない。大都市だが、ただ人口が多いだけで、都市とし
て特長がない。独自性が見られない 

●交通と買い物を考えると便の良い所と悪い所がはっき
りしている（例えば相模大野と新磯野） 

●相模大野駅、小田急相模原駅周辺は商店街多く、道狭
くごちゃごちゃの感じ。超高層ビルによる都市の早期
開発が必要（地下駐車場も必要） 

●周辺市町村と比較すると土地が高い 
●街の中心に広大な基地がある（都市、交通路を遮断） 
●橋本駅前の相原高校、相模原駅前の米軍等もったいな

い気がする 
●駅周辺の密集市街地で再開発が必要と思われる危険地

帯がある。商業集積拠点の整備も大切であるが、夜の
飲食街も必要悪である 

●小田急相模原駅周辺は都市開発計画で更に都会化され
るようだが、津久井 3 町からは交通の便が悪い。買物、
グリ－ンホール等の駐車場の完備が必要、電車利用で
橋本－町田乗り替え等は不便 

●麻溝台・新磯野土地区画整理事業 
…雑然としているが、区画整理により整理されれば隣

接の公園ともマッチしてすばらしい地域になると思
う 

【良いところ】 

○地域に根ざした街が見られる 

【課題】 

●過疎防止として、農用地（農地法、農振法）の網で

規制されている土地の利用を考えること 

  

 

○良いところ ●課題
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地域特性、資源４ 【(1)教育・文化】 

１市３町の地域特性や資源に関する意見（６／１０） 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

【良いところ】 

○小学校～大学まで学校数が多く通学が便利。小

中学校の規模が適正で、学区が広がりすぎない 

○学校評議員制度の導入 

○大学が多数あり今後の市のあり方として「文教」

を重点にする事がベストではないか 

○グリーンホール、博物館などに代表される文化

施設が多く恵まれている 

○図書館のハード、ソフト（開架式、相談員等の

応対）共にすばらしい 

○相模原市立博物館 

 …施設の素晴らしさ（さがみはらの歴史に触れ

られる、コンセプトの明確さ） 

…内部の展示も分かりやすく、親しみが持てる。

再度来たくなる。津久井その他、外部への PR

を盛んにしたい。一帯を文化ゾーンとして更

に整備したい 

○伝統的な祭行事がある（大凧祭、七夕祭、上溝・

田名の祭、花火大会等） 

【課題】 

●総合学習にしても学校評議員制度にしても、認

知度が足りない。もっとオープンにして民間か

ら人を募る等、民の意見を取り入れる更なる姿

勢が必要 

●中学校がお弁当 

●図書館への力点がやや弱い 

●施設はあるが利用頻度が少ない 

●相模原市立博物館 

 …現相模原市だけの説明にとどまっているもの

が多く合併したらどうするのか心配 

…赤字収支で大変と思うがこの様な教養施設は

必要。特別事業や市民学生以外の見学者は安

い入館料をとって、赤字減らしをしてもいい

のではないか 

…財政が予算の見直しで大変という説明が多か

ったが、職員数は多いように感じた 

…特別展示室を使わない時には多くの収蔵品が

あるということなのでテーマを決めて展示し

たらどうか 

…用途別に説明を子供にもわかりやすくする必

要を考えてみたら 

 

【良いところ】 

○中学校給食がある。子育て支援活動や小学校中

学校を通しての完全学校給食制度も子を持つ親

たちにはありがたい。設備の整った給食センタ

ーがある 

○学校行事への地域、家庭の参加が活発に行われ

ている 

○小さいながら身近な公民館図書室がある（但し、

蔵書数には不満あり） 

○八幡神社のお祭りや各自治単位での盆踊り、育

成会イベントがとても良いイメージがある 

○町民文化祭・もみじ祭なども身近な感じで実施

○町主催の歴史講座などの内容は、身近な話題で

親しみやすい 

○町の鎮守としての川尻八幡の存在 

【課題】 

●学校施設や校舎等が古く備品も粗末 

●小学校でも高学年に音楽美術等専門の教職員が

増やせるとよい 

●学校設備、施設に加えて青少年が集える場所が

ない。周辺には大学も増えているので、学び、

集い、ふれあえる大きな図書館のような施設が

あったらよい。城山町の世帯も高齢化し若者が

少なくなりつつあるので、城山町に是非あると

良い 

●文化施設が少ない。大きなホールがない 

●教養講座などの募集に際して、なかなか受講者

が集まらない 

●公民館について趣味をする為の施設があまり無

い（陶芸釜、電動ロクロなど） 

 

【良いところ】 

○地域毎に小中学校が配置されている 

○高校、大学へ自宅からの通学可能 

○子供たちが伸び伸びとしていてすねていない

（昔のガキ大将のイメージ） 

○教育委員会の町民大学講座開講の利用、海外姉

妹都市との交流 

○地域伝統文化が根付いている。歴史・伝統があ

り、活かされている 

○公共、文化施設が整っている 

【課題】 

●教育文化施設が少ない 

●小学校、中学校の選択の幅が狭い（新市立の中

学、高校一貫全寮制での人材養成を希望） 

●新市立の幼稚園（保育園）、小学校で英語教育（ア

メリカンスクール方式）外国語の早期教育希望、

国際人の養成 

●文化、教育面のおくれ 

●良質な音楽や演劇、芸術など町内で接する機会

はない 

 

【良いところ】 

 ○子供たちが伸び伸びとしていてすねていな

い（昔のガキ大将のイメージ） 

○交流センターで身近に音楽や映画等芸術に

触れることができる。交流センターの催し

物が良い 

○伝統行事、イベントが適時、各地にあり楽

しめる 

○町内に彫刻が多くある 

【課題】 

 ●高校への通学が不便 

●お祭りなどの伝統的行事の規模が小さくな

っている 

 

○良いところ ●課題
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地域特性、資源４ 【(2)健康・福祉】 

１市３町の地域特性や資源に関する意見（７／１０） 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

【良いところ】 

○病院（大学病院、救急病院）が充実している 

○市民健診が制度化している 

○市民病院が無く、結果特別会計を使わないで済

む 

○福祉施設が充実している。子育てについて福祉

的なサポートがある 

○在宅福祉の拠点が公民館区毎にある 

○保健所が市内にある 

【課題】 

●大きな病院等が地域に貢献していない 

●耳鼻科・眼科等の専門医療施設が少ない 

●休日診療を行っているところが少ない 

●子供に対する医療が充実してない 

●障害を持つ児童への支援が足りないように思う 

●高齢者に対する福祉が見えない。高齢者のため

の福祉施設がまだ不足している 

●公立医療老人ホームが少ない 

●保育所、老人施設等が少ない（児童保育所の数

及び規模が小さい）。学童保育の時間が短い 

●市民生きがい農園、あじさい大学等が、高齢者

ニーズを満たせない(抽選) 

●ウェルネスさがみはら 

…立派な施設を市民が十分活用できる PR が必

要 

…ＦＭさがみの活用。将来的にはさがみ TV、案

内等の構想で諸設備の PR 等期待したい 

 

【良いところ】 

○町民センターや保健福祉センターでの催し物も

充実している。一般使用もできるので、様々な

団体や町民との交流の場となっている 

○社会福祉協議会やボランティアによる様々なボ

ランティア活動が活発に行われ、小中学校生徒

の体験学習も多い。ライフホーム城山見学など、

子供達がお年よりと接する事も多く大切な施設

の一つです 

【課題】 

●少子高齢化 

●医療機関が少ない。人口に対する医療施設率が

低い 

●大きな総合病院や専門医等、医療施設が少ない

 

【良いところ】 

○赤十字病院がある 

○福祉政策良好 

【課題】 

●人口が減少、過疎化が進んでいる 

●子供に対する医療費補助が少ない 

●高齢化社会に向けて、有料老人ホームを低廉で、

希望者を収納可能な設備の完備 

●鳥屋、青根、青野原周辺にヘリポートを設け、

相模原の大病院への搬送が出来ないか 

 

【良いところ】 

  

【課題】 

 ●少子高齢化 

●老人ホームがない 

●医療設備が整っていない、特に夜間 

 

 ○良いところ ●課題
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地域特性、資源４ 【(3)安全・安心】 

１市３町の地域特性や資源に関する意見（８／１０） 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

【良いところ】 

 

【課題】 

 

 

 

 

【良いところ】 

○救急病院、消防、救急、活用、治安は良い 

○町の安全性の高さ。治安がよい 

【課題】 

●水害に気を抜けない 

●一部を除き歩行スペースが極端に狭い。狭隘道

路も多く危険を感じることが多い 

 

【良いところ】 

 ○台風等の災害が少ない 

【課題】 

 ●大雪、大雨ですぐ陸の孤島になってしまう

●街灯が少ない、暗い 

●騒音道路公害（暴走車、排気ガス、ポイ捨

て、渋滞、騒音、振動） 

【良いところ】 

○産業公害が少ない 

【課題】 

●交通・工業・産廃施設により空気が汚れている 

●市内に警察署が２署あるにもかかわらず、犯罪

発生が多い 

 

 

【課題】 

●消防を各々1 町ごとには出来ず、4 町共同で行っているという事はやはり地域性・結束力を感じた。消防に関しての課題は合併後も 

大きな問題かもしれません 

●ヘリポートの設備、山岳遭難時、救急移送病者用等 

● 終処分場がいっぱいなのは知らなかった。道志川に廃水（処理水）を流しているのも知らなかった。ちょっと恐い 

重金属の封入された灰ペレット（よく知らないからだと思うが）も恐い 

 

 

【課題】 

●消防、救急救助の体制が不安だと思うので、合併を契機に対策を考えないといけない 

●消防ネットワークの要なども含めて新市全体の構造をもう少し丁寧にみていくとよい 

 

 

 
○良いところ ●課題
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地域特性、資源５ 【(1)参加・協働】 

１市３町の地域特性や資源に関する意見（９／１０） 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

【良いところ】 

○規模が小さいこともあり住民同志の交流が盛ん

である。町が小さいので、何となく皆「同じ住

民」の意識 

○自治会が活発である。これは子供の発育に大変

大きい 

○住民一人ひとりに目が行き届きサービスは勿論

の事、ふれあいの暖かさを感じる 

【課題】 

●昔からの住民と新住民の融合は必ずしもうまく

いってない 

●新住民は、愛「町」意識などはあまりない 

 

【良いところ】 

○地域住民同士の付き合いが密接に感じる 

○地域のコミュニティ活動が盛ん 

○郷土意識が強い 

【課題】 

●環境保全育成についての住民意識が低い 

●よい町を作ろうなどということを考える住民は

少ない 

 

【良いところ】 

○居住者はみな人情に厚い 

○地域住民同士の付き合いが密接に感じる 

○一般住民、近隣社会の雰囲気が良く排他的

ではなく、とけ込みやすい（転入時の印象）

○自治会の組織、活動が程よく行われている

○住民同士の交流が温かみのある町である 

【課題】 

 ●町、町民全体としての連帯感や郷土意識の

希薄さ（昭和、明治の大合併以前の地域意

識が濃厚） 

●せっかくの地域まちづくり資源が埋もれ、

私物にとどまっている 

 

【良いところ】 

○市民参加に重点を置いている 

○特別近所との付き合いをしなくても生活が成り

立つ 

○自治会の数の充実 

○市内に多様な人材が居住している。これらの人

の力が取り入れられたら素晴らしい 

【課題】 

●東京への通勤客が多く地元意識が薄い。単なる

ベッドタウンで市民の指向は東京都に向いてい

て地元に向いていない 

●京浜地区のベットタウン的な人口の急激な増加

によるまちなので、人の温かみを感じない 

●市民の地域に対する執着心が少ない。結果的に

まちづくりへの市民参画が果たされていない 

●地域の関係が希薄化している 

●自治会の地主さん達中心になっているところが

ある 

●自治会の活動は、昔からの慣例的な活動が多く、

末端の民意が生かされた活動が出来ていない部

分が見受けられる。時代と住民のニーズに必ず

しも合致していない 

 

【良いところ】 

○人情味が豊か。あたたかい人柄 

○行政と住民が近在している 

 

  

 ○良いところ ●課題
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地域特性、資源５ 【(2)行財政】 

１市３町の地域特性や資源に関する意見（１０／１０） 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 

【良いところ】 

○財政力指数が高い。公共施設が充実している 

○市役所に専門家スタッフがいる 

○都市財政の力量にすぐれている（行政の先進性） 

【課題】 

●市役所が遠い 

●施設使用に関し、市民のニーズに応えられるよ

うな使用環境を充実させるべき 

 

【良いところ】 

○規模が小さいこともあり行政サービスがきめ細

かい 

○自治会等への助成金がある 

○役場・公民館・保健福祉センターなどに住民は

親近感をもっている 

○小さい町だからか、すぐ声が届く（危ない道路

には信号機を付けてもらえたり、危ない歩道の

段差を取ってもらえたり、犬のフン規制をして

もらえたり出前役場で目の前で質問に答えても

らったり） 

○財政力が豊か（運営に無理がない） 

○人口、面積等バランスがいい 

【課題】 

●相模原市と生活圏は一体になっているかと思う

けれども行政の連携がとれていない 

●財政基盤が弱い 

●何となく旧態然としたやり方のように思える 

●改革・変革への意識はやや乏しい印象 

●町としての施策に若々しさが感じられない 

●地元業者優先はよいが、多少馴れ合い的な雰囲

気を感じる 

 

【良いところ】 

 

【課題】 

●金がない、金がないばかりで工夫する姿勢があ

まり見られないのが残念 

●財政基盤が弱い。財政力が弱含み（面積需要が

大きいためか） 

 

【良いところ】 

 ○町役場職場（窓口等）の接客態度がアット

ホーム、対応も適切、率直で好ましい 

○各種住民負担が平均並で重圧感がない 

【課題】 

●財政基盤が弱い 

●役場が遠方にある 

●計画事業の実施が財政的なことなのか遅れ

ている 

 

 ○良いところ ●課題
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循環町営バス（津久井町） 

２．分野別課題 

 

各委員から出された「１．１市３町の地域特性や資源に関する意見」を集約し、

分野別の課題として整理しました。 

 

２-1．交通、都市基盤 

 

(1)交通 
  

●津久井広域道路とさがみ縦貫道路の早期実現 

●幹線道路などでの交通渋滞の解消 

●バスのネットワークの充実 

●津久井地区方面への鉄道の延伸整備 

●自転車交通や歩行者対策などの道路附帯施設の改善 

●路上駐車の解消 

 

 

(2)都市基盤 
  

●水源地における下水道の整備 
●都市的地域の緑地整備 
●子どもが遊べる公園の確保 
●津久井地域のスポーツ・レクリエーション施設の整備 
●公共サイン・案内板の整備 
●国道 412 号、国道 413 号沿道などの修景促進 

●津久井地域における情報基盤の整備 

●公営住宅（戸数不足、面積不足など）の改善 

●都市ガスの整備 

 

 

２-２．自然・環境 

 

(1)自然・環境 

 
 

 

●自然の保全（環境に対する意識や評価の向上） 
●自然を活かした地域づくり 
●水源地の水質保全と地域整備の両立 
●ごみの不法投棄や蛍の棲める川に再生するなど、河川 

環境の改善 

●湖の水質改善と観光資源としての活用 
 

 

北清掃工場（相模原市） 

津久井湖（津久井町） 
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２-３．産業・観光、土地利用 

 

(1)産業・観光 

 
 

 
●企業立地基盤の整備と誘致 
●農業の保全と担い手育成 
●林業（山林）の保全と担い手育成 
●特色ある商店街づくりなど商業の活性化 
●産業の振興と雇用の増大 
●自然のレクリエーション拠点の創出 
●観光拠点の連携推進 
●既往観光施設の有効活用 
●湖の観光資源としての活用 
●小原本陣など、街並みの観光資源への活用 

(2)土地利用 
 

 

 

●地域の拠点の形成 

●バランスのとれた土地利用 
●特色ある地域づくり 
●計画的な土地利用による社会資本の蓄積 
●土地利用の規制緩和 

●駅前密集市街地の改善 

●広大な米軍基地による市内の地域および交通の分断 

 

２-４．教育・文化、健康・福祉、安全・安心 

 

(1)教育・文化 

 
 

 

●学校教育の充実 

●学校施設の充実 

●学校給食の実施 

●伝統行事の保護 

●文化施設の整備 

(2)健康・福祉 

 
 

 

●医療サービスの充実 

●児童福祉や高齢者福祉サービスの充実など、少子高齢 

化への対策 

●障害者福祉サービスの充実 

 

工場集積地（城山町） 

相模大野駅周辺(相模原市内) 

学校給食センター（城山町） 

ウェルネスさがみはら 

（相模原市） 
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(3)安全・安心 

 
 

 

●防災、治水対策の推進 

●消防体制の整備と確立 

●救急体制の整備と確立 

●公害対策の推進 

●防犯対策の推進 

 

 

２-５．参加・協働、行財政 

 

(1)参加・協働 

 
 

 

●地域コミュニティの形成 

●自治会運営の活性化 

●住民と行政の良好な関係の維持と更なる充実 

(2)行財政 

 
 

 

●着実な施策の実施 

●財政基盤の健全化 

●役所・役場の適正配置 

 

津久井郡消防本部 

木もれびの森美化運動 

（相模原市） 
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参考１ 合併の背景 
 

わたしたちを取り巻く社会環境や、日々のくらしは急速に変わっており、産業構造の

変化、日常生活圏の拡大、少子高齢化の進行などに対応した、行政サービスが求められ

ています。 

このような時代の潮流を受け、より質の高い行政サービスを提供していくためには、

基礎的な自治体である市や町にある程度の規模が求められています。 

全国的に言われている合併を検討する背景には、次のようなことが考えられます。 

一般的な合併の背景 

(1)地域のことは地域で決める時代です 

地方分権の時代を迎え、国や県が市や町の仕事の細部にわたって指示する時代は

終わりつつあります。質の高い行政サービスを提供するため、市や町はそれぞれの

地域の課題に対して、自らの考えと力で解決しなければならなくなっています。 

(2)少子高齢化が進んでいます 

急激な早さで少子高齢化が進んでいます。推計では、神奈川県は 2009 年をピー

クに人口が減少に転じるものとされています。このため、税金などを負担する住民

が減る一方で、保健・医療・福祉などのサービスを必要とする人が増えるので、市

や町にとっては、将来の財政運営が深刻な課題となっています。 

(3)わたしたちのくらしの範囲は市や町の区域を越えて広がっています 

自動車の普及や道路網、鉄道路線の整備による交通手段の改善、インターネット

や携帯電話の普及による情報通信手段の発達、経済活動の活発化などに伴い、通

勤・通学や買い物、医療など住民の日常生活の行動範囲は現在の市町村や都道府県

の区域を越えてますます広がっています。自分の市や町であれば、住民の立場でサ

ービスや政策に関する意見を述べたり、計画策定に参加したりすることができます。 

(4)一つの市や町だけでは対応できない課題が増えています 

ライフスタイルの多様化や社会の複雑化に伴い、廃棄物対策、医療・福祉やダイ

オキシン問題など、小さな規模の市や町では解決が困難な課題がますます増えてき

ています。 

(5)国も地方も財政状況が厳しくなっています 

国、地方とも財政状況は悪化しています。平成 16 年度末の国、地方の長期債務

残高の合計は 719 兆円に達すると言われています。こうしたことから、財政負担の

増大を抑えつつ、行政コストを削減していくことが急務になっています。 

(6)参加と協働による新しい住民自治が重要です 

新しい住民自治には、住民一人ひとりが自ら地域の課題を解決したり、ルールを

作ることができるシステムが求められています。実効性のある参加と協働が展開さ

れるためには、ある程度の地域の規模が必要です。 
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１市３町の合併を検討する背景には、次のようなことが考えられます。 

１市３町における合併の背景 

(1)自立分権都市の構築～住民自治の充実～ 

中核市である相模原市は、保健所業務や社会福祉施設の設置許可、ダイオキシン

類の監視・規制など､政令指定都市に次ぐ権限をもって、事務事業を総合的かつ効

率的に行っています。 

津久井郡３町においては､相模原市との合併により､これまで県が行っていた業

務のうち中核市業務は､新市が直接行うことになりますので､総合的な行政の展開

ができます｡このように、基礎自治体として、権限と責任を持って行政を進めてい

くことが自立分権都市の構築につながります。 

また、相模原市では､市内全域を念頭において､都市内分権を研究しています｡こ

のビジョンでは、合併の効果を高め、新市の一体性を図るために、旧自治体区域に

こだわらない、新しい地域区画に基づく都市内分権を速やかに進めることとしてお

り、そのために改正地方自治法上の全市的な地域自治区等の導入を推進することと

しております。 

(2)行政運営の効率化 

過去 5 年間における、１市３町の人口をみると、生産年齢人口に関して、津久井

郡３町ともすでに減少傾向となっており、相模原市においてもほぼ横ばいの傾向を

示していることから、近い将来、税金を負担する住民が減るとともに、高齢社会に

伴う福祉関係費の増加が予想されます。 

一方、国の財政状況の悪化は､地方にも大きな影響を及ぼしており､１市３町でも

普通交付税は減額される傾向にあるなど、一層の行政改革が必要です。 

合併によりスケールメリットを生み出し、人件費の削減をはじめ、行政運営の効

率化がさらに求められています。 

(3)生活圏の拡大と広域連携 

津久井郡３町では､相模原市に通勤・通学する住民が多く、城山町、津久井町に

おいては 15 歳以上の就業者・通学者の 1/4 以上（参考：平成 12 年度国勢調査）に

なります。相模原市民も休日には､津久井郡を通って、中央自動車道の相模湖イン

ターチェンジを利用するなど､住民の行動範囲がたいへん広がっています。 

津久井郡３町の住民のうち約 6,000 人（1 割弱）が相模原市内の図書館（室）を

利用するなど、生活圏は市町の境を越えており、特に津久井郡３町の住民は、生活

圏が相模原方面へ広がっていると言えます。 

相模原・津久井地域では、津久井広域道路の整備促進に取り組むとともに､図書

館の相互利用、広報紙の相互掲載、消費生活相談センターにおける広域的な相談業

務を行うほか、津久井郡の一般ごみの一部について、相模原市で焼却するなどの広

域連携を行っています。しかしながら、より効率的な行政を行うため､合併を検討

する必要が生じています。 
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１．位置と地勢 

 

相模原市、城山町、津久井町、相模湖町の１市３町からなる本地域は、神奈川

県の北部に位置し、北部は東京都、西部は山梨県と接している。 

相模原市は、西に丹沢の山々を臨み、相模川の左岸に南北に細長く広がる相模

原台地の北半分に位置している。 

相模原台地は、相模川に沿った３つの河岸段丘からなるのが特徴で、高い方か

ら相模原段丘（上段）、田名原段丘（中段）、陽原段丘（下段）と呼ばれ、なだら

かな階段状になっている。これらの台地の間には、斜面緑地があり、相模川とと

もに、相模原市の水と緑の骨格を形成している。 

城山町は、相模川沿いに続く平坦な相模原台地から山間部に入る地帯に位置し

ている。東部は相模原市から続く平坦部として宅地化が進んでいる。中央部から

南西部にかけて相模川が流れ、城山ダムにせき止められた津久井湖があり、南部

は丹沢山系、北部は高尾山系に連なる山々や丘陵があり、また、北部には、水力

発電を行うために造られた城山湖がある。 

津久井町は、北東部は市街地が形成され、その周辺には優良な農地が展開し、

これを取り巻いて津久井湖と緩やかな丘陵地が広がっている。北部には、町境に

沿って道志川が、また南部には、串川がそれぞれ東西に流れ、その流域に緑豊か

な街並みが形成されている。     

相模湖町は、町のほぼ中央を相模川が東流し、そこに県民の水がめ相模湖があ

り、町を南北に二分する形になっている。 

 

■１市３町の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２ １市３町の概況 
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２．沿革 

 

１市３町の現在に至るまでの沿革は、明治 22 年の市制町村制施行に伴う「明

治の大合併」に始まり、昭和 28 年の町村合併促進法施行、昭和 31 年の新市町

村建設促進法施行に伴う「昭和の大合併」を経て、以下のとおりとなっている。 

■相模原市 

年    月 沿               革 

明治 22 年４月 座間村、新磯村、麻溝村、田名村、溝村、大沢村、相原村、大野村が誕生

大正 15 年１月 溝村が町制を施行し、上溝町が誕生 

昭和 12 年 12 月 座間村が町制を施行し、座間町が誕生 

昭和 16 年４月 
２町６村（座間町、上溝町、新磯村、麻溝村、田名村、大沢村、 

相原村、大野村）が合併し、相模原町が誕生 

昭和 23 年９月 座間町が分立 

昭和 29 年 11 月 市制を施行し、相模原市が誕生 

平成 15 年４月 中核市の指定 

（資料：相模原市史） 

 

■城 山 町 

年    月 沿              革 

明治 22 年４月 川尻村、湘南村、三沢村が誕生 

昭和 30 年４月 
３村（川尻村、湘南村、三沢村の一部）が合併し、町制が施行され、 

城山町が誕生 

（資料：城山町史） 

 

■津久井町 

年    月 沿              革 

明治 22 年４月 
三沢村、中野村、太井村、又野村、三ヶ木村、青山村、根小屋村、 

長竹村、鳥屋村、青野原村、青根村が誕生 

明治 42 年５月 青山村、根小屋村、串川村の 3 村が合併し、串川村が誕生 

大正 14 年７月 中野村、太井村、又野村、三ヶ木村の４村が合併し、中野町が誕生 

昭和 30 年４月 
１町５村（中野町、串川村、鳥屋村、青野原村、青根村、三沢村の一部）

が合併し、津久井町が誕生 

（資料：津久井町史） 

 

■相模湖町 

年    月 沿              革 

明治 22 年４月 小原町、内郷村、千木良村、与瀬駅が誕生 

大正２年４月 与瀬駅が町制を施行し、与瀬町が誕生 

昭和 30 年１月 
２町２村（小原町、与瀬町、内郷村、千木良村）が合併し、相模湖町が

誕生 

（資料：相模湖町史） 
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３．面積 

 

１市３町の全体の面積は、263.94 ㎞ 2であり、神奈川県の総面積（2,415.69

㎞ 2）の約 10.9％を占めている。 

 

■１市３町の面積 

区  分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 １市３町 

合計 
神奈川県

面  積（k㎡） 90.41 19.90 122.04 31.59 263.94 2,415.69

面 積 比 ( % ) 34.3 7.5 46.2 12.0 100.0 － 

資料：県勢要覧〔平成 15 年度版〕神奈川県企画部統計課 

 

 

４．人口・世帯 

 

(1)人口動向 

昭和 55 年から平成 12 年までの間は１市３町とも人口は伸びており、概ね

1.3～1.5 倍に増えている。この間、相模原市は昭和 55 年から平成 12 年で

439,300 人から 605,561 人と約 15 万人増えている。 

人口の伸び率でみると、平成 7 年から平成 12 年において、相模原市は 6％

台の伸びとなっている。この時期に人口が減少したのは、津久井町と相模湖町

である。 

 

■１市３町の人口動向 

国勢調査人口 
都市名 

昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 
H12/S55 

相模原市 439,300 482,778 531,542 570,597 605,561 

伸び率  9.9% 10.1% 7.3% 6.1% 
1.4 

城山町 15,732 19,248 21,535 22,732 23,036 

伸び率  22.3% 11.9% 5.6% 1.3% 
1.5 

津久井町 20,746 24,460 28,038 30,448 30,345 

伸び率  17.9% 14.6% 8.6% -0.3% 
1.5 

相模湖町 9,007 9,845 10,592 11,263 10,896 

伸び率  9.3% 7.6% 6.3% -3.3% 
1.2 

資料：国勢調査 
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(2)世帯数の推移 

平成 7年と平成 12 年の世帯数を比較すると、相模原市の伸び率は最も高い

結果となっている。なお、人口の減少が最も大きかった相模湖町では、世帯数

も減少している。 

 

■１市３町の世帯数の推移 

国勢調査世帯（世帯） H12/H7 
都市名 

平成 7年 平成 12 年 伸び率(%) 

相模原市 212,209 237,936 12.1% 

城山町 7,208 7,663 6.3% 

津久井町 9,046 9,492 4.9% 

相模湖町 3,793 3,712 -2.1% 

資料：国勢調査 

 

(3)年齢別人口構成 

65 歳以上人口の割合は相模原市では 11.1％であるが、相模湖町では 16％を

超えている。 

 

■１市３町の年齢別人口構成 

平成 12 年 国勢調査 年齢別人口(人) 平成 12 年 国勢調査 年齢別人口割合 
 都市名 

0～14 歳 15～24 歳 25～64 歳 65 歳以上 0～14 歳 15～24 歳 25～64 歳 65 歳以上

 相模原市 89,531 86,783 362,052 67,174 14.8% 14.3% 59.8% 11.1% 

 城山町 3,193 3,653 13,507 2,683 13.9% 15.9% 58.6% 11.6% 

 津久井町 4,669 4,269 17,243 4,150 15.4% 14.1% 56.8% 13.7% 

 相模湖町 1,513 1,722 5,909 1,750 13.9% 15.8% 54.2% 16.1% 

資料：国勢調査 

 

(4)人口密度 

次頁の図は、都市計画基礎調査(H12) における地区（中ゾーン）別の人口密

度である。図を見るように、相模原市の東部から津久井町の西部にかけて、人

口密度が段階的に小さくなっている。 
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５．土地利用 

(1)土地利用の法指定状況 

①都市地域 

本地域には、相模原都市計画区域（相模原市全域及び城山町全域）と津久井

都市計画区域（津久井町の一部）、相模湖都市計画区域（相模湖町全域及び藤

野町の一部）の 3区域がある。 

線引きは、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画区

域を区分するものであり、計画的な市街化を図る「市街化区域」と市街化を抑

制する「市街化調整区域」に区分される。非線引きは、この区分をしないこと

をいう。 

相模原都市計画区域は線引きを行っているが、津久井都市計画区域と相模湖

都市計画区域では、非線引きとなっており、土地利用に関する規制や誘導方策

が弱い。 

一方、建物の用途や規模を定める「用途地域」の指定状況は、次頁中段表の

ようになる。１市３町にてそれぞれ異なった傾向が伺える。用途地域を住居

系・商業系・工業系の 3つの区分に分けた次頁下段表を見ると、いずれの市町

でも住居系の指定が最も多い面積を占める。その一方で、相模原市では他の３

町と比べて工業系の比率が高い傾向がうかがえる。 
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■都市地域の面積：単位（ha） 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 １市３町合計 神奈川県計

区  分 
相模原都市計画区域 

津久井都市

計画区域 

相模湖都市

計画区域 
- - 

都市計画区域の割合 全域 全域 
一部 

(41.7%) 
全域 - - 

線引き・非線引きの別 線引き 線引き 非線引き 非線引き - - 

都市計画区域 9,041.0 1,990.0 5,090.0 3,159.0 19,280.0 199,549.0 

線引き 9,041.0 1,990.0 0.0 0.0 11,031(57.2%) 172,635(86.5%)

 市街化区域 6,471(71.6%) 270(13.6%) 0.0 0.0 6,741(35.0%) 92,952(46.6%)

 市街化調整区域 2,570(28.4%) 1,720(86.4%) 0.0 0.0 4,290(22.2%) 79,683(39.9%)

非線引き 0.0 0.0 5,090.0 3,159.0 8,249(42.8%) 26,914(13.5%)

 

用途地域 6,254(69.2%) 269.7(13.6%) 295.0(5.8%) 223.1(7.1%) 7,041.8(36.5%) 95,699.8(48.0%)

資料：神奈川県都市整備統計年報 2002（パーセンテージは都市計画区域面積に占める割合） 

 

■用途地域の面積と割合：単位（ha） 

区  分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 １市３町合計 神奈川県計 

第 1 種低層住居 

専用地域 
1,544.0 24.7% 138.0 51.2% 129.0 43.7% 33.0 14.8% 1,844.0 26.2% 29,273.3 30.6%

第 2 種低層住居 

専用地域 
12.0 0.2% 6.0 2.2% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.0 0.3% 763.5 0.8%

第 1 種中高層 

住居専用地域 
1,255.0 20.1% 30.0 11.1% 76.0 25.8% 78.0 35.0% 1,439.0 20.4% 15,217.0 15.9%

第 2 種中高層 

住居専用地域 
294.0 4.7% 5.9 2.2% 0.0 0.0% 8.9 4.0% 308.8 4.4% 2,902.1 3.0%

第 1 種住居地域 1,086.0 17.4% 43.0 15.9% 39.0 13.2% 82.0 36.8% 1,250.0 17.8% 16,509.0 17.3%

第 2 種住居地域 396.0 6.3% 26.0 9.6% 10.0 3.4% 8.2 3.7% 440.2 6.3% 3,040.6 3.2%

準住居地域 77.0 1.2% 4.2 1.6% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 81.2 1.2% 2,565.3 2.7%

近隣商業地域 263.0 4.2% 7.4 2.7% 21.0 7.1% 5.0 2.2% 296.4 4.2% 3,770.8 3.9%

商業地域 181.0 2.9% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.0 3.6% 189.0 2.7% 3,929.9 4.1%

準工業地域 424.0 6.8% 0.0 0.0% 20.0 6.8% 0.0 0.0% 444.0 6.3% 6,133.0 6.4%

工業地域 301.0 4.8% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 301.0 4.3% 4,892.0 5.1%

工業専用地域 421.0 6.7% 9.2 3.4% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 430.2 6.1% 6,703.3 7.0%

合  計 6,254.0 100.0% 269.7 100.0% 295.0 100.0% 223.1 100.0% 7,041.8 100.0% 95,699.8 100.0%

資料：神奈川県都市整備統計年報 2002（パーセンテージは用途地域合計面積に占める割合） 

 

■用途地域の 3 区分の割合 

区  分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 １市３町合計 神奈川県計 

住居系 74.6% 94.0% 86.1% 94.2% 76.4% 73.4%

商業系 7.1% 2.7% 7.1% 5.8% 6.9% 8.0%

工業系 18.3% 3.4% 6.8% 0.0% 16.7% 18.5%

合 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

資料：市町村合併に関する調査研究部会中間報告（平成 15 年） 
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②農業地域 

市町ごとの農業振興地域の面積を見ると津久井町が 2,000ha と最も大きい

面積を占める。市域面積に占める割合を見ると、全体の平均は 15.4%であり、

県平均の 21.1%より小さい。１市３町では、城山町が 30.9%と最も多く、相模

原市が 8.1%と最も小さい割合となっている。 

土地利用の制限が厳しい農用地区域の面積を見ると、相模原市が 321ha と最

も大きい面積を有する。市域面積に占める割合で見ると、全体の平均で 2.7%

であり、県平均の 4.8%より小さい。城山町が 4.9％で最も多く、津久井町が

1.8%と最も少ない結果となった。 

 

③森林地域 

森林に関わる主な法指定地域としては、森林法（及び森林法が規定する地域

森林計画）に基づく、国有林、地域森林計画対象民有林、保安林がある。国有

林及び地域森林計画対象民有林は指定が重複しないが、保安林はそれらに重複

して指定されることがある。 

国有林と地域森林計画対象民有林を足し合わせた面積を見ると、１市３町全

体では、13,672ha で、面積の 51.8％を占めている。これは、県平均の 37.7%

と比べて大きい割合となっている。１市３町単位で見ると、津久井町が

10,036ha（82.1％）と最も多く、相模原市が 344(3.8%)と最も少なかった。 

一方で、より土地利用の規制が強くなる保安林の指定を受けている地域の面

積は、１市３町全体で見ると 11,162ha(42.3%)であり、県平均の 20.6%より割

合が大きい。特に、津久井町が 9,562ha(78.4%)と跳びぬけて大きい面積を有

している。 

 

④自然公園地域 

本地域における自然公園地域としては、津久井町の南部に広がる丹沢大山国

定公園がある。国定公園においては、土地利用の規制の段階に応じて弱い順か

ら第 1種～3種地区、特別保護地区が設定され、運用されている。 

県立自然公園は、津久井町の県立丹沢大山自然公園、相模湖町の県立陣馬相

模湖自然公園の 2公園がある。県立自然公園には土地利用の厳しい特別地域と

比較的制限がゆるい普通地域があり、特別地域は県立丹沢大山自然公園のみに

設定されている。 

 

⑤自然保全地域 

本地域における自然環境保全地域としては、城山町の 3箇所（城山・城山湖・

小倉山の計 226.2ha）と、津久井町の 5箇所（茨菰山、志田山、仙洞寺山、城

山、青野原の計 501.5ha）と、相模湖町の１箇所（寸沢嵐の 12.8ha）がある。

本地域には、土地利用制限がより厳しい特別地区はない。 
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■農業地域の面積：単位（ha） 

区  分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 １市３町合計 神奈川県計 

農業振興地域 731(8.1%) 615(30.9%) 2,000(16.4%) 719(22.8%) 4,065(15.4%) 50,874(21.1%)

 農用地区域 321(3.6%) 97(4.9%) 217(1.8%) 69(2.2%) 704(2.7%) 11,188(4.8%)

（※カッコ内の数字はそれぞれの県市町の全面積あたりの割合） 

資料：神奈川県土地統計資料集（平成 14 年 3 月） 

 

■森林地域：単位（ha） 

区  分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 １市３町合計 神奈川県計

（国有林＋地域森

林計画対象民有林） 
344(3.8%) 935(50.1%) 10,036(82.1%) 2,357(74.0%) 13,672(51.8%) 91,055(37.7%)

国有林 35(0.4%) 132(6.6%) 705(5.6%) 88(2.2%) 960(3.6%) 10,936(4.5%)
 
地域森林計画 

対象民有林 
309(3.4%) 803(40.4%) 9,331(76.5%) 2,269(71.8%) 12,712(48.2%) 80,119(33.2%)

保安林 2(0.0%) 220(11.1%) 9,562(78.4%) 1,378(43.6%) 11,162(42.3%) 49,684(20.6%)

  （※カッコ内の数字はそれぞれの県市町の全面積あたりの割合） 

資料：神奈川県土地統計資料集（平成 14 年 3 月） 

 

■自然公園地域：単位（ha） 

区  分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 １市３町合計 神奈川県計 

国立公園 0  0 0 0 0 10,375(4.3%)

国定公園 0  0 6,725(55.1%) 0 6,725(25.5%) 25,572(10.6%)

  特別保護地区 0  0 375(3.1%) 0 375(1.4%) 1,867(0.8%)

 第 1 種～3種地区 0  0 6,350(52.0%) 0 6,350(24.1%) 25,705(10.6%)

県立自然公園 0  0 411(3.4%) 2,033(64.4%) 2,444(9.3%) 17,210(7.1%)

 特別地域 0  0 411(3.4%) 1,426(45.1%) 1,837(7.0%) 12,772(5.2%)

 普通地域 0  0 0 607(19.2%) 607(2.3%) 4,538(1.9%)

（※カッコ内の数字はそれぞれの県市町の全面積あたりの割合） 

資料：神奈川県土地統計資料集（平成 14 年 3 月） 

 

■自然保全地域：単位（ha） 

区  分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 １市３町合計 神奈川県計 

自然環境保全地域 0  226.2(11.4%) 501.5(4.1%) 12.8(0.4%) 740.5(2.8%) 11,215.9(4.6%)

 特別地区 0  0 0 0 0  16.6(0.0%)

（※カッコ内の数字はそれぞれの県市町の全面積あたりの割合） 

資料：神奈川県土地統計資料集（平成 14 年 3 月） 
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(2)土地利用現況 

大区分別の土地利用として１市３町で一番多いものを見ると、相模原市では

宅地が約 30%であり、他の３町では山林が一番多い割合となっている。津久井

町・相模湖町では山林が町域の 7割以上を占めているため、宅地などの都市的

な土地利用が少ない。 

その他特徴的なものを見ると、農地、工業・流通、公共施設、交通用地など

において、相模原市が他の３町に比べて比較的面積及び割合が大きい。 

 

 

■１市３町の土地利用の現況（大区分） 

区  分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 １市３町合計 神奈川県計 

山林 353.4 3.9% 897.2 45.1% 10,040.8 82.3% 2,332.6 73.8% 13,625.3 51.1% 95,057.4 39.4%

河川・湖 116.8 1.3% 89.4 4.5% 420.4 3.4% 117.5 3.7% 744.2 2.8% 4,976.0 2.1%

公園等 369.2 4.1% 189.8 9.5% 301.9 2.5% 11.5 0.4% 872.7 3.3% 8,357.4 3.5%

農地 1,216.9 13.5% 195.9 9.8% 609.2 5.0% 189.5 6.0% 2,211.8 8.4% 27,678.4 11.5%

宅地 2,791.7 30.9% 190.8 9.6% 349.9 2.9% 115.6 3.7% 3,448.4 13.1% 41,806.3 17.3%

商業・業務 378.1 4.2% 18.7 0.9% 31.9 0.3% 151.6 4.8% 580.4 2.2% 5,805.8 2.4%

工業・流通 866.2 9.6% 34.8 1.7% 59.9 0.5% 33.2 1.1% 994.2 3.8% 12,898.7 5.3%

公共施設 567.6 6.3% 28.2 1.4% 60.5 0.5% 39.1 1.2% 695.5 2.7% 7,663.2 3.2%

交通 997.5 11.0% 84.4 4.2% 143.1 1.2% 71.9 2.3% 1,297.1 4.9% 18,659.1 7.7%

その他 1,383.6 15.3% 260.8 13.1% 186.4 1.5% 96.5 3.1% 1,927.6 7.3% 18,472.2 7.7%

合 計 9,041.0 100.0% 1,990.0 100.0% 12,204.0 100.0% 3,159.0 100.0% 26,397.0 100.0% 241,374.5 100.0%

資料：都市計画基礎調査（H12） 
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６．道路・交通 

 

(1)広域道路交通体系 

相模原市を中心とした道路交通網の骨格は、国道 16 号が中心となっており、

これを介して広域交通を担う「中央自動車道」（八王子インターチェンジ）、

「東名高速道路」（横浜町田インターチェンジ）に連携している。 

また、城山町を縦断する「さがみ縦貫道路」が計画されている。 

このほか、周辺地域の国道としては、八王子市を抜けて相模湖町に至る国道

20 号や厚木市方面からのアクセス道路となる国道 129 号、３町を通る幹線道

路としての国道 412 号、413 号といった 5本の国道が走っている。 

このうち、国道 413 号は相模原市から津久井地域への唯一の骨格道路であり、

日常的な混雑が問題となっていることから、「津久井広域道路」構想の実現に

向け、その一部は都市計画決定されている。 

 

■１市３町を通過する国道・県道 

種  別 路 線 名 

 国道 （高速自動車国道） 中央自動車道 

一般国道 16 号 

一般国道 20 号 

一般国道 129 号 

一般国道 412 号 

 国道 （一般国道） 

一般国道 413 号 

相模原茅ヶ崎線 

鍛冶谷相模原線 

町田厚木線 

相模原町田線 

相模原愛川線 

相模原大蔵町線 

相模原大磯線 

伊勢原津久井線 

厚木愛川津久井線 

 県道 （主要地方道） 

山北藤野線 

資料：市町村合併に関する調査研究部会中間報告（平成 15 年） 
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(2)鉄道・バス体系 

１市３町及び周辺には、10 鉄道路線と延べ 74 の駅がある。このうち相模原

市には、小田急線、JR 横浜線、JR 相模線、京王相模原線の４鉄道が敷設され

ており、相模湖町は JR 中央線が敷設されている。 

 

■１市３町及び周辺地域の鉄道路線 

 路線名 駅名 

1 JR 東日本中央本線 八王子・西八王子・高尾・相模湖・藤野 

2 JR 東日本横浜線 
八王子・片倉・八王子みなみ野・相原・橋本・相模原・矢部・

淵野辺・古淵・町田・成瀬 

3 JR 東日本相模線 
橋本・南橋本・上溝・番田・原当麻・下溝・相武台下・入谷・

海老名・厚木・杜家・門沢橋 

4 JR 東日本八高線 八王子・北八王子・小宮 

5 京王電鉄相模原線 橋本・多摩境・南大沢・京王堀之内 

6 京王電鉄高尾線 北野・京王片倉・山田・めじろ台・狭間・高尾・高尾山口 

7 京王電鉄京王線 京王八王子・北野・長沼 

8 小田急電鉄江ノ島線 
相模大野・東林間・中央林間・南林間・鶴間・大和・桜ヶ丘・

高座渋谷 

9 小田急電鉄小田原線 
鶴川・玉川学園前・町田・相模大野・小田急相模原・相武台前・

座間・海老名・厚木・本厚木・愛甲石田 

10 相模鉄道 海老名・かしわ台・さがみ野・相模大塚・大和 

11 東急田園都市線 中央林間・つきみ野・南町田・すずかけ台・つくし野 

資料：市町村合併に関する調査研究部会中間報告（平成 15 年） 

 

鉄道利用の状況を、平成 13 年の 1日あたりの総乗降客数でみると、相模原

市内だけではなく、津久井地域の城山町、津久井町から、バス交通を介した利

用客の多い橋本駅の乗降客数が最も多い。 

 

■平成 13 年の１日あたりの総乗降客数上位５駅 

 駅 名 路 線 名 １日乗降客数 

計 171,109 

JR 東日本横浜線、相模線 98,056 

1 橋本 

京王電鉄相模原線 73,053 

計 151,439 

小田急電鉄小田原線 72,263 

相模鉄道 64,882 

２ 海老名 

JR 東日本相模線 14,294 

３ 本厚木 小田急電鉄小田原線 145,277 

４ 相模大野 小田急電鉄小田原線・江ノ島線 106,195 

計 102,332 

東京急行電鉄田園都市線 52,823 

５ 中央林間 

小田急電鉄江ノ島線 49,509 

資料：神奈川県の鉄道駅乗降客数（平成 15 年） 
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７．産業 

 

(1)産業別就業状況 

１市３町の産業別就業者人口比を平成 7 年と平成 12 年で比較すると、第 1

次産業がわずかに減少、第 2次産業が減少し、第 3次産業の割合が増加してい

る。 

 

 

■産業別就業人口構成比等 

国勢調査 産業別人口比 

平成７年 平成１２年 
平成１２年国勢調査(人) 

都市名 

第 1次 第 2次 第 3次 第 1次 第 2次 第 3次 常住人口 昼間人口 
昼夜間 

人口比 

相模原市 0.7 35.0 63.6 0.6 31.2 66.1 605,540 525,258 86.7% 

城山町 1.7 38.3 59.7 1.6 32.2 65.1 23,036 16,940 73.5% 

津久井町 2.2 43.2 54.3 1.5 38.4 59.8 30,331 23,627 77.9% 

相模湖町 2.0 31.7 65.7 1.7 29.7 68.0 10,894 8,644 79.3% 

資料：国勢調査 

 

(2)農業の実態 

相模原市の農家戸数は平成 12 年現在で 1,592 戸ある。このうち専業のもの

は 10％に満たない。また、３町ではさらに専業率が低くなっている。 

一方、農業産出額は平成 13 年から 14 年にかけて、相模原市では大きく伸び

ている。 

 

■農家戸数及び農業産出額 

平成１２年農家戸数（戸） 農業産出額（1000 万円） 
都市名 

農家戸数 うち専業 専業率 平成 13 年 平成 14 年 H14/H13 

相模原市 1,592 155 9.7% 311 391  25.7% 

城山町 298 16 5.4% 32 31  -3.1% 

津久井町 512 32 6.3% 52 48  -7.7% 

相模湖町 241 6 2.5% 14 14  0.0% 

資料：平成 12 年農業センサスからみた神奈川の農業、生産農業所得統計 
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(3)工業の実態 

相模原市は、平成 13 年現在、製造品出荷額等は約 1兆 6,076 億円であり、

製造業事業所数、製造業従業者数、製造品出荷額等とも減少傾向にある。 

また、３町の従業者数については津久井町を除いて、減少傾向にある。城山

町及び相模湖は、出荷額等において、前年を上まわる結果を出している。 

  

■製造業事業所数、製造業従業者数、製造品出荷額等の現況 

製造業事業所数 

（事業所） 

製造業従業者数 

（人） 

製造品出荷額等 

（100 万円） 
H13/H12 

都市名 

平成 12 年 平成 13 年 平成 12 年 平成 13 年 平成 12 年 平成 13 年
事業 

所数 

従業 

者数 
出荷額

相模原市 1,366 1,170 43,748 41,296 1,823,847 1,607,559 -14.3% -5.6% -11.9%

城山町 32 29 1,710 1,254 60,189 22,144 -9.4% -27.2% -63.2%

津久井町 104 101 2,007 2,057 44,714 42,913 -2.9% 2.5% -4.0%

相模湖町 34 32 528 524 8,143 10,688 -3.0% -0.8% 31.3%

資料：工業統計調査 

 

(4)商業の実態 

相模原市の年間商品販売額は、平成 14 年現在で約 1兆 2,995 億円と他の３

町と比べて大きい。年間商品販売額、事業所数は、全体的に減少傾向であるが、

従業者数は城山町と相模湖町で増加している。 

 

■卸売業、小売業の現況 

事業所数（店） 従業者数（人） 
年間商品販売額 

（100 万円） 
H14/H11 

都市名 

平成 11 年 平成 14 年 平成 11 年 平成 14 年 平成 11 年 平成 14 年 商店数 従業者数 販売額

相模原市 5,831 5,203 47,822 44,844 1,299,594 1,205,059 -10.8% -6.2% -7.3%

城山町 174 163 1,273 1,510 32,319 24,190 -6.3% 18.6% -25.2%

津久井町 231 224 1,413 1,263 23,856 22,593 -3.0% -10.6% -5.3%

相模湖町 122 114 534 535 6,383 6,327 -6.6% 0.2% -0.8%

資料：商業統計調査 
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参考３ ビジョン策定の経緯 

 

１．まちづくりの将来ビジョン検討委員会 委員の選考経緯 

 

このビジョンは、１市３町の一般公募の住民により検討され、策定されたもの

です。 

公募委員の選考の経緯については、次のとおりです。 

 

１ 周知方法 

各市町の広報紙（平成 16 年 4 月 1 日号、4 月 15 日号）により周知した。 

 

２ 募集期間  

平成 16 年 4 月 1 日（木）から 4月 20 日（火）まで 

 

３ 選考方法 

選考委員会を設け、応募者から提出された、「合併を踏まえたまちづくり」

をテーマとしたレポート（800 字程度）をもとに選考した。 

 

４ 応募状況及び選考結果 

 

区 分 応募人数 選考結果 

相模原市 43 人 12 人 

城山町 6 人  6 人 

津久井町 12 人  6 人 

相模湖町 7 人  6 人 

合計 68 人 30 人 
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２．まちづくりの将来ビジョン検討委員会の検討経緯 

 
第１回検討委員会 ４月３０日（金） けやき会館         
 内 容  委員長の選出 

策定にあたっての基本的な考え方 
検討スケジュール 
各市町の現況 

 
 
第２回検討委員会 ５月２１日（金） 城山町立公民館 
内 容  副委員長、合併協議会委員の選出 
     地域資源、課題について（グループ別討議） 

 
 
 
 

第３回検討委員会 ６月１２日（土） 
内 容  津久井地域のタウンウォッチング 

      （城山町役場～城山湖～津久井湖記念館・津久井湖 
   城山公園～中野地区～緑の休暇村センター～ 

津久井広域行政組合～寸沢嵐地区～ 
相模湖交流センター・相模湖公園） 

 
第４回検討委員会 ６月２３日（水） 

内 容  相模原市内のタウンウォッチング 
     （博物館～古淵～相模大野～小田急相模原～ 

麻溝台・新磯野土地区画整理事業～総合体育館～ 
南清掃工場～相模原麻溝公園～総合水泳場～ 
ウェルネスさがみはら） 

 
第５回検討委員会 ７月１２日（月） ウェルネスさがみはら 
内 容  都市内分権について（牛山委員の講演） 
     新市の将来像（キャッチフレーズ）について 
     まちづくりの目標（柱）について 
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第６回検討委員会 ７月３１日（土） 城山町保健福祉センター 
内 容  新市の将来像（キャッチフレーズ）について 
     まちづくりの目標（柱）について 

 
 
 
第７回検討委員会 ８月２１日（土） 相模湖交流センター 
内 容  財政シミュレーションの基本的な考え方について 
     まちづくりの目標（柱）について 

 
 
 
第８回検討委員会 ９月５日（日） ウェルネスさがみはら 
内 容  財政シミュレーションについて 

合併シンボルプロジェクトについて 
     まちづくりの柱（目標）について 
     新市の将来像（キャッチフレーズ）について 

 
第９回検討委員会 ９月１３日（月） ウェルネスさがみはら 
内 容  まちづくりの目標について 

合併シンボルプロジェクトについて 
     新市の将来像（キャッチフレーズ）について 

財政シミュレーションについて 

 
第 10 回検討委員会 １０月４日（月） ウェルネスさがみはら 
内 容  合併の背景（意義）について 

新市将来像のイメージ図について 

 

 

 

第 11 回検討委員会 １１月７日（日） ウェルネスさがみはら 
内 容  まちづくりの将来ビジョン（素案）に対する 
          パブリック・コメントの結果について 

まちづくりの将来ビジョン（素案）に対する 
          アンケート調査の結果について 

まちづくりの将来ビジョン（素案）の修正について 
財政シミュレーションについて 
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３．住民意見の反映 

住民の皆様の意見をこのビジョンに反映するために、パブリック・コメント

手続きやアンケート調査により広く意見を聴取しました。 

 

 

３-１．パブリック・コメント 

１ 募集期間 

平成 16 年 10 月 1 日（金）から 11 月 1 日（月）まで  32 日間 

２ 募集の周知 

合併協議会だより（10 月 1 日号、10 月 15 日号）、合併協議会ホームページ、 

各市町広報紙(10 月 1 日号) 

３ 素案の配布場所 

相模原市:合併協議会事務局、行政資料コーナー、各出張所、各公民館 

城 山 町:まちづくり課、情報コーナー、公民館図書室、保健福祉センター 

津久井町:合併対策室、町政情報コーナー、串川支所、鳥屋支所、青野原支所、 

青根支所、生涯学習センター、串川ひがし会館、文化福祉会館 

相模湖町:合併推進課、各公民館、さがみ湖リフレッシュセンター、 

相模湖交流センター 

４ 募集方法 

直接持参、郵送、ファックス、Ｅメール 

５ 意見提出状況 

14 人（50 件） 

６ 意見の内訳（同じ内容の意見は集約した） 

全 体 6 件 

策定の趣旨、方針（第１章－１、２） 3 件 

新市の将来像（第２章－１） 1 件 

市民参画・行財政（第２章－３） 2 件 

交通（第２章－２、第３章） 8 件 

都市基盤（第２章－２、第３章） 2 件 

自然・環境（第３章） 1 件 

産業・観光・土地利用（第２章－２、第３章） 4 件 

教育・文化（第２章－２、第３章） 4 件 

保健・医療・福祉（第３章） 4 件 

安全・安心（第２章－２） 1 件 

その他 2 件 

合        計 38 件 

７ 結果の公表 

提出された意見の概要及び提出された意見に対する協議会の考え方を公表 

（１）合併協議会ホームページへの掲載 

（２）素案を配布した場所での閲覧及び配布 

（３）合併協議会だよりへの掲載 
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３-２．アンケート調査 

 

１ 目 的 

新市の将来像を示す「まちづくりの将来ビジョン（素案）」に対する住民の意見を把

握し、ビジョンに反映する。 

２ 調査方法 

（１）調査対象  相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町に居住する、 

平成 16 年 4 月 1 日現在で満 18 歳以上の住民 10,000 人 

（２）抽出方法  各市町の住民基本台帳から無作為抽出による 

（３）調査方法  郵送による配布及び回収 

（４）調査期間  平成 16 年 10 月 16 日（土）から 11 月 1 日（月）まで 

３ 調査内容 

（１）まちづくりの将来ビジョン（素案）の項目別の内容に対する意見 

① 新市の将来像について 

② 合併シンボルプロジェクトについて 

③ まちづくりの方向性について 

④ 合併した場合に重要だと思われる施策について 

（２）まちづくりの将来ビジョン（素案）全体に対する自由意見 

（３）属性（性別、年代、居住市町） 

４ 回収結果 

転出などによるアンケートの不達 90 件を除いた 9,910 件の配布に対して、 

2,227 件（22.5％）の回答を得た。 

 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 合計 

標本数 6,000 件 1,500 件 1,500 件 1,000 件 10,000 件 

有効 

配布数 
5,923 件 1,495 件 1,497 件 995 件 9,910 件 

回収数 
1,164 件 

(うち無記入 5 件) 

398 件 
(うち無記入 1 件)

389 件 
276 件 

(うち無記入 1 件) 

2,227 件 
(うち無記入 7 件)

回収率 19.7％ 26.6％ 26.0％ 27.7％ 22.5％ 

５ 意見について 

全回答者の内、1,500 人(67.6％）が

自由意見を寄せた。そのうち素案に直

接関係する意見は、870 人からまちづ

くりの目標に関する意見（750 件）な

どを中心に計 1,353 件が寄せられた。 

素案に直接関係する意見 件数 

素案（ダイジェスト版）の全般について 363

シンボルプロジェクトについて 42

まちづくりの進め方について 198

まちづくりの目標について 750

合    計 1,353
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区   分 氏   名   備     考 

高見沢 実 横浜国立大学大学院工学研究院助教授 
学識経験者 

牛山久仁彦 明治大学政治経済学部助教授 

秋本 博寿 相模原市 

井口 学 相模原市 

大竹 功 相模原市 

大貫 弘子 相模原市 

小山 昌寿 相模原市 

佐野 誠吉 相模原市 

高橋 幸一 相模原市 

寺崎 雄介 相模原市 

棟上 真理 相模原市 

中澤 信幸 相模原市 

平林 清 相模原市 

矢越 孝裕 相模原市・委員長 

佐藤 博夫 城山町 

坪倉 貴之 城山町 

中里 州克 城山町・副委員長 

野村 靖 城山町 

星川 康弘 城山町 

山口 尚子 城山町 

朝倉綜一郎 津久井町 

梅澤 勉 津久井町 

小嶋 重春 津久井町 

小嶋 理史 津久井町 

細野 信行 津久井町 

守屋 浩之 津久井町 

井上 栄作 相模湖町 

大神田光治 相模湖町 

鈴木史比古 相模湖町 

永井 充 相模湖町 

橋本まどか 相模湖町 

公募選出委員 

藤原 惠一 相模湖町 

 （各市町 50 音順、敬称略）

▼ まちづくりの将来ビジョン検討委員会 委員名簿 
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*1 新市建設計画 ［ P.1 ］ 

法定の合併協議会が、合併後のまちづくりの方針を明確にするとともに、新市や県が

実施する事業などを内容として策定する計画。合併をするかどうかの判断材料となる

とともに、合併後の新市総合計画の策定に活用されることとなる。 

*2 新市総合計画［P.1］ 

新市が総合的かつ計画的な行政運営を図るために策定する計画。計画の策定にあたっ

ては、議会の議決を必要とし、これに即して行政運営を行うようにしなければならな

い。 

*3 インフラ ［ P.5/13 ］ 

インフラストラクチャーの略。基礎、土台という意味であるが、一般的には社会的生

活基盤として使用されている。具体的には、道路や公園などの生活関連施設などを指

している場合が多い。 

*4 新交通システム／新しい交通システム ［ P.5/11-12 ］ 

｢安全かつ快適で環境にやさしい車社会｣を、実現するためのシステム。新交通システ

ムの種類には、動く歩道などの連続輸送システムやモノレールなどの軌道システム、

デュアルモードバスなどの複合輸送システムなどがある。 

*5 デュアルモードバス ［ P.5 ］ 

新交通システムの 1 つで、軌道とバスの双方の機能をもったバスのこと。一般道路上

を走行する場合はワンマンバスとして運行し、専用ガイドウェイでは完全自動運転を

行うバス。 

*6 交通需要マネジメントシステム ［ P.5 ］ 

時間、経路、交通手段の選択や自動車の利用方法などを変更することにより、道路交

通混雑を緩和する手法の体系。 

*7 ゼロエミッション ［ P.6 ］ 

生産過程や流通、消費過程などで排出される廃棄物（排水、廃熱、排気ガスなど）を

再利用して、最終的な排出物（不用物）を出さないようにする仕組み。 

*8 地域コミュニティ［ P.6/9-10/15/19/35 ］ 

地域活動を通じて住民相互の連帯感や自治意識を高め、地域住民が主体となった地域

づくりを進めていく地域社会のこと。 

*9 ベンチャー企業 ［ P.7/15 ］ 

専門技術を駆使して新事業を開発する創造的企業。あるいは独自の技術や製品で急成

長していく企業のこと。新規に興され、創業からあまり時が経っていない企業に対し

て用いる。 

*10 都市内分権 ［ P.8-10/37 ］ 

身近な地域ごとに一定の予算や権限を配分し、地域固有の課題への対応やまちづくり

などに市民が主体的に関わることができる仕組み。 

▼ 用語解説 
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*11 地域自治区 ［ P.8-10/37 ］ 

住民自治の強化等を推進する観点から、一定の区域を単位とし設置することができる。

地域住民の意見を反映するため、住民等で構成する地域協議会を設置し、その地域自

治区に関わる市の事務について市長に意見を述べることなどができる。 

*12 （地域）コミュニティ会議 ［ P.8/10 ］ 

学校区単位などの地域において、自治会やＰＴＡなどの市民団体が集まって、その地

域のまちづくりなどについて企画･立案する組織のこと。 

*13 市民評議員制度 ［ P.8/10 ］ 

地域コミュニティ会議の代表者が集まって、地域コミュニティ会議設置単位よりも、

もう少し広い地域での、市民主体の施策運営を検討する制度のこと。 

*14 ＩＴ ［ P.8/10 ］ 

Information Technology の略。情報技術のこと。 

*15 行政と市民のパートナーシップ ［ P.9-10 ］ 

市民と行政の協力関係。行政と市民が、それぞれ持つ資源（人材、資金、情報など）

を出し合う、あるいは無いものを補完し合うことによって、それぞれが単独では達成

できない公益的事業を、共同作業によって推進、実現していくこと。 

*16 行政の説明責任 ［ P.10 ］ 

行政が、政策・施策・計画などの背景・意図・意義・判断理由などについて、住民に

対してわかりやすく説明すべきであること。 

*17 行政評価 ［ P.10 ］ 

行政の政策や事業に対し、その目標、予算の投入量、成果などについて、客観的に分

析・評価を行い、その結果を改善に結びつける手法のこと。 

*18 パーク アンド ライド ［ P.12 ］ 

自動車を、最寄り駅に近接した駐車場などに駐車し、公共交通機関（主に鉄道やバス）

に乗り換えて、都心部などにアクセスする方法。公共交通機関の利用を増やすことに

よって、交通混雑を緩和することなどを目的に行われる。 

*19 街区公園、近隣公園 ［ P.13 ］ 

公園には、街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園などがあ

り、それぞれ設置条件や面積などの基準が設けられている。 

…街区公園とは、街区（概ね 250m のエリア）に居住する者の利用に供することを目的

とする公園。以前は、児童公園と呼ばれていた。 

…近隣公園とは、近隣（概ね 500m のエリア）に居住する者の利用に供することを目的

とする公園。 

*20 里山 ［ P.13-14 ］ 

もともとは、薪や肥料などの採取地となってきた平地や低山の林など、人里に接した

小山を指しているが、近年は、「農山村の原風景」の代名詞として使われることが多い。 
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*21 曝気 ［ P.14 ］ 

水中に空気（酸素）を吹き込むこと。湖などにおいて、水質保全・向上に用いられる。 

*22 コミュニティビジネス ［ P.15 ］ 

市民が主体となり、地域が抱える課題・ニーズに対して、地域資源（人材、知識、施

設、資金など）を活かして、地域社会の再生や、活動の利益を地域に還元を目指すこ

と。 

*23 フリースクール ［ P.16 ］ 

不登校や中退の子供を受け入れる公的施設以外の民間機関。それぞれの子供の状態に

合った自立、学びの機会を提供する。 

*24 エコミュージアム ［ P.16/18 ］ 

モノを収集し、保管、展示する従来の博物館と異なり、もともと現地にあった自然・

歴史・文化など有形・無形の資源をそのまま、あるいはより良い状態にして、地域で

守り伝えるとともに、それらを活かして地域の発展を目指そうという考え方。 

*25 ユニバーサルなまちづくり ［ P.17 ］ 

全ての人にとって、― 子供でも、高齢者でも、障害を持っていても、病気やケガで身

体機能が低下していても、妊娠していても、小さなお子さんが一緒でも ― できる限

り利用可能、活動可能であるようなまちをつくること。 

*26 ノーマライゼーション ［ P.18 ］ 

社会的に弱者であるとみなされている人々が、社会の中で他の人々と同じように生活

し、活動することができるようにすべきであるという考え方。 
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◆ 財政シミュレーション 

 

相模原市、城山町、津久井町、相模湖町の１市３町が、将来、単独で財政運

営を行う場合（合併しない場合）と合併して一つの自治体として財政運営を行

う場合（合併する場合）のそれぞれについて財政シミュレーションを行う。 

 

１ 基本的な考え方 

（１）シミュレーションの基礎となる数値と考え方 

ア 各市町の平成 15 年度決算額を使用して推計する。 

イ 各市町の人口推計を行い、これを基に税収見込みなどを推計する。 

ウ 各市町の歳入歳出の実績値（平成 11 年度から 15 年度）を参考に、

「平均増減率」などで推計する。 

エ ある年度だけの特殊要因による数値は除外して推計する。 

オ 現行の制度が変わらないものとして推計する。 

 

（２）推計対象とする会計 

一般会計を対象とする。 

 

（３）推計期間 

平成 18 年度から 37 年度までの 20 年間とする。 
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２ 財政シミュレーションの方法（条件設定） 

 

  （１）歳入 

① 市町村税  

 個人住民税 生産年齢人口に連動すると考えられることから、生産

年齢人口（15～64 歳人口）の増減により推計する。 

法人住民税 県の直近 3 年間の平均伸び率を用いて推計する。 

固定資産税 土地、家屋、償却資産及び交付金等相当分について、

実績の増減率により推計する。なお、合併する場合は、

城山町の土地について宅地並み課税分を見込む。 

事業所税 実績の増減率により推計する。なお、合併する場合は

津久井郡３町分を見込む。 

都市計画税 相模原市分と城山町分について、それぞれ実績の増減

率により推計する。なお、合併する場合は城山町宅地並

み課税分を見込む。 

その他  

軽自動車税 人口の増減により推計する。 

市町村たばこ税 実績の増減率により推計する。 

 

② 地方譲与税・交付金 実績の増減率、人口の増減等により推計する。 

 

③ 地方交付税(1)  

普通交付税 三位一体改革で地方交付税は削減の方向であるが、平

成 16 年度は対前年度比 6.5％マイナスとなっており、

これ以上の削減がされた場合、税源移譲がない限り地方

財政が成り立たない。そこで、16 年度の実績値が継続

するものと仮定する。なお、合併する場合は、合併算定

替を適用し、合併補正（5 ヵ年で 30 億円）を加算する

とともに、合併特例債償還金相当額の 70％を普通交付

税に見込む。 

特別交付税 各年度の全国的な状況（災害の発生状況など）によっ

て、増減するので、平成 11 年度から 15 年度までの数値

のうち も少ない額で継続するものとして推計する。な

お、合併する場合は、特別交付税措置（3 ヵ年で 6.5 億

円）を見込む。 
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④ 地方交付税(2) 平成 13 年度から地方財政の不足を補うために臨時財

政対策債が発行されている。 

この元利償還金は普通交付税を算出する際の基準財

政需要額に算入されることになっており、この欄には元

利償還金相当額が普通交付税として交付されるものと

してその額を記載している。 

また、臨時財政対策債は平成 18 年度をもって終了す

るが、19 年度以降、これに代わる財源措置がないと地

方財政が成り立たない。そこで、19 年度以降は、臨時

財政対策債相当額が交付税として措置されるものとし

てその額を加算している。 

 

⑤ 国・県支出金 国・県支出金のうち、扶助費相当分は扶助費の増加に

伴い国・県より支出されるため、扶助費推計値に連動さ

せて推計する。扶助費相当分以外は、年度ごとの増減が

大きいため、平成 15 年度決算額で継続するものとして

推計する。 

 

⑥ 地方債 地方債は建設事業に対して使われるため、投資的経費

に占める地方債発行額の割合を基に推計する（平成 18

年度は臨時財政対策債を含む）。なお、合併する場合は、

合併特例債を「発行しない場合」、「起債可能額の 50％

を発行する場合」、「起債可能額の 100％を発行する場

合」の 3 パターンで推計し、発行する場合は、発行予定

額を 10 年間毎年計上することとする。 

 

⑦ その他 繰入金、繰越金のほか、合併する場合は、旧津久井郡

広域行政組合に関わる歳入や中核市移行等に伴う歳入、

事務事業の一元化に伴う財政への影響額を見込む。 
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  （２）歳出 

① 人件費 首長などの特別職は平成 15 年度実績値で推計する。

議員報酬は 15 年度実績値で推計する。なお、合併す

る場合は、合併特例法の定数特例を適用するものと仮定

して推計する。 

一般職の給与は、各市町の定員管理計画を反映させ

る。なお、合併する場合は、３町の区域が中核市の区域

となることなどによる事務の増加に伴い職員の増加が

予想されるが、合併によるスケールメリットにより、総

務・企画部門の職員数を減少させることができると仮定

して推計する。また、旧津久井郡広域行政組合の人件費

分を見込む。 

  

② 扶助費 全国の増加率により推計する。 

 

③ 公債費 地方債の償還計画を基に推計する。なお、合併する場

合は、合併特例債の償還を見込む。 

 

④ 物件費 実績の増減率により推計する。なお、合併する場合は、

類似団体程度まで削減すると仮定して推計する。 

 

⑤ 補助費等 実績の増減率により推計する。なお、合併しない場合

は、津久井郡広域行政組合の負担金を含む。 

 

⑥ 投資的経費 平成11年度から15年度までの数値のうち も少ない

額で継続するものとして推計する。（ただし、特殊要因

による数値は除外）また、大規模事業のうち実施時期が

明らかなものについては事業費の予想額を加算する。 

 

⑦ その他 維持補修費や積立金のほか、合併する場合は、旧津久

井郡広域行政組合に関わる歳出や中核市移行等に伴う

歳出、事務事業の一元化に伴う財政への影響額を見込

む。 
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３ 用語解説 

 

  （１）歳入 

・市町村税 

（市税・町税） 

地方税のうち市町村に属する税金で、市町村民税（個

人、法人）、固定資産税（土地、家屋、償却資産、交付金

等相当分）、事業所税、都市計画税、軽自動車税、市町村

たばこ税などがある。 

 

・地方譲与税・交付金 本来地方税として徴収するべきであるが、徴収の困難

さや税源の偏在などの理由により、国がいったん国税と

して徴収し、一定の基準に従って市町村に譲与するもの。

地方道路譲与税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交

付金、自動車取得税交付金などがある。 

 

・普通交付税 国が徴収した税（所得税、法人税、酒税、消費税、た

ばこ税）の一定割合を地方公共団体（都道府県・市町村）

に配分するもの。地方公共団体間の財源の不均衡を調整

し、どの地方公共団体においても住民が標準的な水準の

行政サービスを受けられるようにするという機能を持っ

ている。 

基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団

体に対して交付される。 

  

・基準財政収入額 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体

の財政力を合理的、かつ、客観的に測定するために、標

準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方

法によって算出した額。 

  

・基準財政需要額 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体

が合理的、かつ、妥当な水準の行政を行い、又は施設を

維持するための財政需要を一定の方法によって合理的、

かつ、客観的に算定した一般財源の額。 

  

・特別交付税 普通交付税の機能を補完するための制度で、普通交付

税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付される。例

として災害など突発的で影響が大きいものが対象とされ

る。 
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・国・県支出金 国、県から市町村に対して支出される負担金、補助金、

委託金、交付金。 

 

・地方債(市債・町債) 市町村が主に道路やごみ処理施設、学校などの施設整

備の際に国や民間金融機関などから長期的に借り入れる

資金のこと。 

  

・合併特例債 合併後の新市が新市建設計画に基づいて行う一定の事

業に要する経費や、地域振興のための基金の積立てに要

する経費について、合併年度及びこれに続く 10 年度に限

り地方債（合併特例債）を財源とすることができる。合

併特例債は、事業費の 95％に充当することができ、元利

償還金の 70％が普通交付税の基準財政需要額に算入され

る。 

 

  

・臨時財政対策債 平成 13 年度の地方財政対策において、地方財源の不足

に対処するため、平成 13 年度から 15 年度までの 3 年間、

地方債を各市町村において発行することとされたもので

あり、この元利償還金は基準財政需要額に算入されるこ

とになっている。なお、臨時財政対策債は、16 年度から

18 年度までの 3 年間についても発行することとされた。
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  （２）歳出 

・人件費 特別職、議員及び一般職の給与、手当、共済費、退職

金等の経費。 

  

・扶助費 社会保障制度の一環として、被扶助者に対して支給さ

れる経費。生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等の法

令に基づくもののほか、市町村単独の施策として行う経

費も含まれる。 

 

・公債費 地方債の元利償還金や利子の支払いに要する経費。 

 

・物件費 人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の市町村

が支出する消費的経費の総称。賃金、旅費、交際費、需

用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料

などが含まれる。 

 

・補助費等 様々な団体への補助金、負担金、報償費、寄附金など

の経費。 

 

・投資的経費 道路、学校、住宅等の建設等行政水準の向上に直接寄

与する普通建設事業費や災害復旧事業費などの経費。 
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４ 財政シミュレーションのパターン 

 

（１）合併しない場合 

 
① 相模原市 

② 城山町 

③ 津久井町 

④ 相模湖町 

⑤ １市３町単純合計 

 

（２）合併する場合 

 
① 新市（合併特例債発行なし） 

② 新市（合併特例債 50%発行） 

③ 新市（合併特例債 100%発行） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（財政シミュレーションをご覧いただく際の留意点） 

○ この財政シミュレーションは、様々な仮定の積み重ねの上に行ったもので

す。（詳細の条件設定は、65 ページから 67 ページを参照して下さい。） 

○ 財政シミュレーションは、財政制度の変更や社会経済状況の変化により、

大きな影響を受けます。（特にいわゆる三位一体の改革による地方交付税

制度の変更や扶助費の動向の変化） 

○ 今回のシミュレーションは、都市経営の視点から実施したものではなく､１

市３町共通の考え方で条件設定をしていますので､個々の市町の実際の行

政運営とは異なります｡ 

○ 投資的経費をどのように設定するかで､財政運営は大きく異なります｡ 

○ 「合併する場合」には、投資的経費と形式収支のプラスの分を合わせた中

でまちづくりの将来ビジョンを実現するための様々な施策を実施していく

ことが可能となります。 

○ 表内の数値は、百万円未満を四捨五入していますので、個々の費目を積み

上げた数値と合計が合わない場合があります。 
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５ 財政シミュレーション結果 

 

（１）合併しない場合 

①相模原市 
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億円

億円

億円

億円

億円

億円

（単位：百万円）

歳入 市税
地方譲与税・

交付金
地方交付税

(1)
地方交付税

(2)
国・県支出金 市債 その他 歳入合計

平成１８年度 ９２,５６３ １４,４３６ ５１８ ９３９ ２９,２１５ １９,１１６ ２０,５３８ １７７,３２６
平成１９年度 ９２,１２１ １４,４４９ ５１８ ７,７１７ ２９,８４８ １２,９３０ ２０,５３８ １７８,１２１
平成２０年度 ９１,６９７ １４,４６３ ５１８ ８,０２３ ３０,４６０ １２,９２０ ２０,５３８ １７８,６２０
平成２１年度 ９１,２４３ １４,４７３ ５１８ ８,３３０ ３１,０４８ １２,９０８ １９,５３８ １７８,０５８
平成２２年度 ９０,８４７ １４,４８７ ５１８ ８,６３７ ２６,８５４ ９,３１０ １８,１２６ １６８,７８０
平成２３年度 ９０,５７３ １４,５１４ ５１８ ８,６３７ ２７,３７９ ９,３０７ １７,７４８ １６８,６７６
平成２４年度 ９０,２６６ １４,５３６ ５１８ ８,６３７ ２７,８６６ ９,３０２ １７,５３８ １６８,６６３
平成２５年度 ８９,７４７ １４,５３５ ５１８ ８,６３７ ２８,３１１ ９,２８７ １７,５３８ １６８,５７２
平成２６年度 ８９,２４１ １４,５３５ ５１８ ８,６３７ ２８,７０９ ９,２７２ １７,５３８ １６８,４４９
平成２７年度 ８８,７２９ １４,５３２ ５１８ ８,６３７ ２９,０５８ ９,２５６ １７,５３８ １６８,２６９
平成２８年度 ８８,３３３ １４,５４１ ５１８ ８,６３７ ２９,３５４ ９,２４７ １７,５３８ １６８,１６８
平成２９年度 ８７,９７８ １４,５５３ ５１８ ８,６３７ ２９,５９５ ９,２３９ １７,５３８ １６８,０５７
平成３０年度 ８７,６４４ １４,５６６ ５１８ ８,６３７ ２９,７７８ ９,２３２ １７,５３８ １６７,９１２
平成３１年度 ８７,３５９ １４,５８３ ５１８ ８,６３７ ２９,９００ ９,２２７ １７,５３８ １６７,７６３
平成３２年度 ８７,１２４ １４,６０４ ５１８ ８,６３７ ２９,９６２ ９,２２５ １７,５３８ １６７,６０８
平成３３年度 ８６,８８７ １４,６１６ ５１８ ８,６３７ ２９,９６２ ９,２２３ １７,５３８ １６７,３８１
平成３４年度 ８６,６５７ １４,６２７ ５１８ ８,４７２ ２９,９６２ ９,２２１ １７,５３８ １６６,９９５
平成３５年度 ８６,４４６ １４,６３２ ５１８ ８,１３７ ２９,９６２ ９,２２０ １７,５３８ １６６,４５４
平成３６年度 ８６,２０８ １４,６５５ ５１８ ７,４６６ ２９,９６２ ９,２１７ １７,５３８ １６５,５６３
平成３７年度 ８５,９４２ １４,６７６ ５１８ ７,０３５ ２９,９６２ ９,２１３ １７,５３８ １６４,８８５

地方交付税(1)…従来の普通交付税と特別交付税
地方交付税(2)…臨時財政対策債償還金相当額と臨時財政対策債代替措置分（平成1９年度以降）

歳出 人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他 歳出合計 歳入合計 形式収支

平成１８年度 ３６,０６２ ２７,９５２ １８,５２３ ２２,１６４ ７,９９２ ３０,１０４ ２９,７４５ １７２,５４１ １７７,３２６ ４,７８５
平成１９年度 ３６,０６２ ２９,１４９ １８,５６２ ２２,０９４ ７,８２９ ３０,１０４ ２９,６８１ １７３,４８１ １７８,１２１ ４,６４０
平成２０年度 ３６,１３２ ３０,３０８ １８,６４１ ２２,０２５ ７,６７０ ３０,１０４ ２９,４３１ １７４,３１１ １７８,６２０ ４,３０８
平成２１年度 ３６,５００ ３１,４２１ １９,０２７ ２１,９５５ ７,５１４ ３０,１０４ ２８,８７１ １７５,３９２ １７８,０５８ ２,６６６
平成２２年度 ３６,６４４ ３２,４７８ １９,２９９ ２１,８８７ ７,３６２ ２２,８２３ ２８,２８７ １６８,７８０ １６８,７８０ ０
平成２３年度 ３６,１８７ ３３,４７１ ２０,０９４ ２１,８１８ ７,２１２ ２２,８２３ ２８,３６９ １６９,９７４ １６８,６７６ -１,２９８
平成２４年度 ３６,２６１ ３４,３９３ ２０,３５８ ２１,７４９ ７,０６６ ２２,８２３ ２８,４５１ １７１,１０１ １６８,６６３ -２,４３８
平成２５年度 ３６,１９４ ３５,２３４ ２０,３７８ ２１,６８１ ６,９２２ ２２,８２３ ２８,５３４ １７１,７６７ １６８,５７２ -３,１９５
平成２６年度 ３６,６９８ ３５,９８９ １９,２８０ ２１,６１３ ６,７８１ ２２,８２３ ２８,６１７ １７１,８０２ １６８,４４９ -３,３５３
平成２７年度 ３６,８０１ ３６,６４９ １７,８４７ ２１,５４５ ６,６４４ ２２,８２３ ２８,７０１ １７１,０１０ １６８,２６９ -２,７４１
平成２８年度 ３７,１９８ ３７,２１０ １７,４６７ ２１,４７７ ６,５０９ ２２,８２３ ２８,７８４ １７１,４６９ １６８,１６８ -３,３０１
平成２９年度 ３６,４０１ ３７,６６５ １６,５２６ ２１,４１０ ６,３７６ ２２,８２３ ２８,８６８ １７０,０６９ １６８,０５７ -２,０１２
平成３０年度 ３６,０６２ ３８,０１１ １６,２１７ ２１,３４３ ６,２４７ ２２,８２３ ２８,９５２ １６９,６５５ １６７,９１２ -１,７４３
平成３１年度 ３６,１８４ ３８,２４３ １５,７１２ ２１,２７６ ６,１２０ ２２,８２３ ２９,０３６ １６９,３９４ １６７,７６３ -１,６３２
平成３２年度 ３６,１３５ ３８,３６０ １５,１３５ ２１,２０９ ５,９９５ ２２,８２３ ２９,１２１ １６８,７７９ １６７,６０８ -１,１７０
平成３３年度 ３６,０６２ ３８,３６０ １５,３３２ ２１,１４２ ５,８７４ ２２,８２３ ２９,２０５ １６８,７９９ １６７,３８１ -１,４１８
平成３４年度 ３６,０６２ ３８,３６０ １５,０２６ ２１,０７６ ５,７５４ ２２,８２３ ２９,２９０ １６８,３９２ １６６,９９５ -１,３９７
平成３５年度 ３６,０６２ ３８,３６０ １４,６１８ ２１,０１０ ５,６３７ ２２,８２３ ２９,３７５ １６７,８８７ １６６,４５４ -１,４３３
平成３６年度 ３６,０６２ ３８,３６０ １３,７３４ ２０,９４４ ５,５２３ ２２,８２３ ２９,４６１ １６６,９０７ １６５,５６３ -１,３４４
平成３７年度 ３６,０６２ ３８,３６０ １３,１０１ ２０,８７８ ５,４１１ ２２,８２３ ２９,５４７ １６６,１８２ １６４,８８５ -１,２９７
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②城山町 
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（単位：百万円）

歳入 町税
地方譲与税・

交付金
地方交付税

(1)
地方交付税

(2)
国・県支出金 町債 その他 歳入合計

平成１８年度 ３,０５２ ５７８ ６２４ ５５ ５２０ ４６８ ８０４ ６,１０１
平成１９年度 ３,０３１ ５７２ ６２４ ５００ ５３０ ６０ ８０４ ６,１２１
平成２０年度 ３,００５ ５６６ ６２４ ５２０ ５３９ ５９ ８０４ ６,１１８
平成２１年度 ２,９７９ ５６０ ６２４ ５４０ ５４８ ５８ ８４２ ６,１５２
平成２２年度 ２,９５７ ５５５ ６２４ ５６１ ５５６ ５８ ８７１ ６,１８２
平成２３年度 ２,９４０ ５５０ ６２４ ５６１ ５６４ ５８ ９０８ ６,２０４
平成２４年度 ２,９２０ ５４５ ６２４ ５６１ ５７２ ５７ ８２３ ６,１０３
平成２５年度 ２,８９２ ５４０ ６２４ ５６１ ５７８ ５６ ８６２ ６,１１３
平成２６年度 ２,８６３ ５３４ ６２４ ５６１ ５８４ ５５ ８７２ ６,０９４
平成２７年度 ２,８３５ ５２８ ６２４ ５６１ ５９０ ５５ ８９５ ６,０８７
平成２８年度 ２,８１３ ５２３ ６２４ ５６１ ５９４ ５４ ９３５ ６,１０４
平成２９年度 ２,７９２ ５１８ ６２４ ５６１ ５９８ ５３ ９８０ ６,１２６
平成３０年度 ２,７７９ ５１４ ６２４ ５６１ ６０１ ５３ １,００７ ６,１３８
平成３１年度 ２,７６４ ５０９ ６２４ ５６１ ６０３ ５３ ８４０ ５,９５４
平成３２年度 ２,７５０ ５０５ ６２４ ５６１ ６０４ ５３ ８０４ ５,９００
平成３３年度 ２,７４０ ５０１ ６２４ ５６１ ６０４ ５２ ８０４ ５,８８６
平成３４年度 ２,７３１ ４９７ ６２４ ５５２ ６０４ ５２ ８０４ ５,８６５
平成３５年度 ２,７２２ ４９３ ６２４ ５３４ ６０４ ５２ ８０４ ５,８３４
平成３６年度 ２,７１３ ４９０ ６２４ ４９３ ６０４ ５２ ８０４ ５,７８０
平成３７年度 ２,７０５ ４８６ ６２４ ４６５ ６０４ ５２ ８０４ ５,７４０

地方交付税(1)…従来の普通交付税と特別交付税
地方交付税(2)…臨時財政対策債償還金相当額と臨時財政対策債代替措置分（平成1９年度以降）

歳出 人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他 歳出合計 歳入合計 形式収支

平成１８年度 １,８０４ ３４９ ４１５ １,０４６ １,２０９ ３７６ ８９１ ６,０９０ ６,１０１ １１
平成１９年度 １,７９４ ３６４ ４６８ １,０５６ １,１２７ ３７６ ９０８ ６,０９３ ６,１２１ ２８
平成２０年度 １,７９４ ３７８ ４５４ １,０６６ １,１３５ ３７６ ８９８ ６,１０１ ６,１１８ １７
平成２１年度 １,７９４ ３９２ ４６３ １,０７６ １,１７０ ３７６ ８８１ ６,１５２ ６,１５２ ０
平成２２年度 １,７９４ ４０６ ４０８ １,０８７ １,２３０ ３７６ ８８２ ６,１８２ ６,１８２ ０
平成２３年度 １,７９４ ４１８ ３６２ １,０９７ １,２７６ ３７６ ８８２ ６,２０４ ６,２０４ ０
平成２４年度 １,７９４ ４３０ ３３３ １,１０８ １,１８０ ３７６ ８８２ ６,１０３ ６,１０３ ０
平成２５年度 １,７９４ ４４０ ３１１ １,１１８ １,１９２ ３７６ ８８３ ６,１１３ ６,１１３ ０
平成２６年度 １,７９４ ４４９ ２７０ １,１２９ １,１９２ ３７６ ８８３ ６,０９４ ６,０９４ ０
平成２７年度 １,７９４ ４５８ ２４３ １,１４０ １,１９３ ３７６ ８８４ ６,０８７ ６,０８７ ０
平成２８年度 １,７９４ ４６５ ２４１ １,１５１ １,１９４ ３７６ ８８４ ６,１０４ ６,１０４ ０
平成２９年度 １,７９４ ４７０ ２４５ １,１６２ １,１９４ ３７６ ８８５ ６,１２６ ６,１２６ ０
平成３０年度 １,７９４ ４７５ ２４０ １,１７４ １,１９５ ３７６ ８８５ ６,１３８ ６,１３８ ０
平成３１年度 １,７９４ ４７８ ２３２ １,１８５ １,１９６ ３７６ ８８５ ６,１４６ ５,９５４ -１９２
平成３２年度 １,７９４ ４７９ ２１８ １,１９６ １,１９７ ３７６ ８８６ ６,１４６ ５,９００ -２４６
平成３３年度 １,７９４ ４７９ ２０１ １,２０８ １,１９７ ３７６ ８８６ ６,１４２ ５,８８６ -２５５
平成３４年度 １,７９４ ４７９ １９３ １,２２０ １,１９８ ３７６ ８８７ ６,１４７ ５,８６５ -２８２
平成３５年度 １,７９４ ４７９ １７７ １,２３２ １,１９９ ３７６ ８８７ ６,１４４ ５,８３４ -３１０
平成３６年度 １,７９４ ４７９ １３６ １,２４３ １,２００ ３７６ ８８８ ６,１１６ ５,７８０ -３３５
平成３７年度 １,７９４ ４７９ １２７ １,２５６ １,２００ ３７６ ８８８ ６,１１９ ５,７４０ -３７９
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③津久井町 
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（単位：百万円）

歳入 町税
地方譲与税・

交付金
地方交付税

(1)
地方交付税

(2)
国・県支出金 町債 その他 歳入合計

平成１８年度 ３,２７５ ６４４ ９５９ ６７ ６９４ ７４２ １,３８１ ７,７６２
平成１９年度 ３,２４３ ６３５ ９５９ ６０５ ７０６ ２４８ ８５９ ７,２５５
平成２０年度 ３,２１５ ６２５ ９５９ ６３０ ７１９ ２４７ ８５９ ７,２５４
平成２１年度 ３,１７９ ６１５ ９５９ ６５４ ７３０ ２４６ ８５９ ７,２４４
平成２２年度 ３,１５０ ６０６ ９５９ ６７９ ７４２ ２４５ ８５９ ７,２４１
平成２３年度 ３,１２６ ５９８ ９５９ ６７９ ７５２ ２４４ ８５９ ７,２１８
平成２４年度 ３,０９９ ５８９ ９５９ ６７９ ７６２ ２４３ ８５９ ７,１９１
平成２５年度 ３,０６３ ５８０ ９５９ ６７９ ７７１ ２４２ ８５９ ７,１５３
平成２６年度 ３,０２８ ５７１ ９５９ ６７９ ７７９ ２４１ ８５９ ７,１１６
平成２７年度 ２,９９１ ５６１ ９５９ ６７９ ７８６ ２４０ ８５９ ７,０７５
平成２８年度 ２,９５７ ５５２ ９５９ ６７９ ７９２ ２３９ ８５９ ７,０３８
平成２９年度 ２,９２７ ５４３ ９５９ ６７９ ７９７ ２３８ ８５９ ７,００２
平成３０年度 ２,８９３ ５３４ ９５９ ６７９ ８００ ２３７ ８５９ ６,９６２
平成３１年度 ２,８６６ ５２６ ９５９ ６７９ ８０３ ２３６ ８５９ ６,９２９
平成３２年度 ２,８４３ ５１８ ９５９ ６７９ ８０４ ２３６ ８５９ ６,８９８
平成３３年度 ２,８１９ ５１２ ９５９ ６７９ ８０４ ２３５ ８５９ ６,８６７
平成３４年度 ２,７９５ ５０６ ９５９ ６６８ ８０４ ２３４ ８５９ ６,８２６
平成３５年度 ２,７７４ ５００ ９５９ ６４５ ８０４ ２３４ ８５９ ６,７７６
平成３６年度 ２,７５２ ４９５ ９５９ ５９７ ８０４ ２３３ ８５９ ６,６９９
平成３７年度 ２,７３１ ４８９ ９５９ ５６３ ８０４ ２３２ ８５９ ６,６３７

地方交付税(1)…従来の普通交付税と特別交付税
地方交付税(2)…臨時財政対策債償還金相当額と臨時財政対策債代替措置分（平成1９年度以降）

歳出 人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他 歳出合計 歳入合計 形式収支

平成１８年度 ２,３８３ ４５０ ５０６ １,０４８ １,５３５ ８７５ １,００６ ７,８０３ ７,７６２ -４１
平成１９年度 ２,３８３ ４７０ ５５４ １,０３４ １,４３０ ８７５ ９９９ ７,７４５ ７,２５５ -４９０
平成２０年度 ２,３８３ ４８８ ５８１ １,０２１ １,４３７ ８７５ ９９２ ７,７７８ ７,２５４ -５２４
平成２１年度 ２,３８３ ５０６ ６０４ １,００７ １,５３９ ８７５ ９８５ ７,９００ ７,２４４ -６５６
平成２２年度 ２,３８３ ５２３ ６２１ ９９４ １,６４７ ８７５ ９７８ ８,０２１ ７,２４１ -７８０
平成２３年度 ２,３８３ ５３９ ５４８ ９８０ １,６０９ ８７５ ９７１ ７,９０６ ７,２１８ -６８８
平成２４年度 ２,３８３ ５５４ ５５３ ９６７ １,４８１ ８７５ ９６４ ７,７７８ ７,１９１ -５８７
平成２５年度 ２,３８３ ５６８ ５６０ ９５４ １,４９２ ８７５ ９５８ ７,７８９ ７,１５３ -６３６
平成２６年度 ２,３８３ ５８０ ５４５ ９４２ １,４９０ ８７５ ９５１ ７,７６５ ７,１１６ -６４９
平成２７年度 ２,３８３ ５９０ ５３０ ９２９ １,４８８ ８７５ ９４４ ７,７４０ ７,０７５ -６６５
平成２８年度 ２,３８３ ６００ ５０５ ９１７ １,４８６ ８７５ ９３８ ７,７０３ ７,０３８ -６６５
平成２９年度 ２,３８３ ６０７ ５０６ ９０４ １,４８４ ８７５ ９３１ ７,６９０ ７,００２ -６８８
平成３０年度 ２,３８３ ６１２ ４８０ ８９２ １,４８２ ８７５ ９２４ ７,６４９ ６,９６２ -６８７
平成３１年度 ２,３８３ ６１６ ４７８ ８８０ １,４８０ ８７５ ９１８ ７,６３０ ６,９２９ -７０１
平成３２年度 ２,３８３ ６１８ ４８９ ８６９ １,４７８ ８７５ ９１２ ７,６２３ ６,８９８ -７２５
平成３３年度 ２,３８３ ６１８ ５０３ ８５７ １,４７６ ８７５ ９０５ ７,６１７ ６,８６７ -７５０
平成３４年度 ２,３８３ ６１８ ４９９ ８４６ １,４７４ ８７５ ８９９ ７,５９４ ６,８２６ -７６８
平成３５年度 ２,３８３ ６１８ ４８１ ８３４ １,４７２ ８７５ ８９３ ７,５５６ ６,７７６ -７８０
平成３６年度 ２,３８３ ６１８ ４３７ ８２３ １,４７０ ８７５ ８８６ ７,４９３ ６,６９９ -７９４
平成３７年度 ２,３８３ ６１８ ４０２ ８１２ １,４６８ ８７５ ８８０ ７,４３８ ６,６３７ -８０１
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④相模湖町 
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（単位：百万円）

歳入 町税
地方譲与税・

交付金
地方交付税

(1)
地方交付税

(2)
国・県支出金 町債 その他 歳入合計

平成１８年度 ９８８ ２２３ ９２０ ３５ ４０４ ２８８ ２８７ ３,１４６
平成１９年度 ９７６ ２２１ ９２０ ３１９ ４０８ ２７ ２８３ ３,１５４
平成２０年度 ９６７ ２１９ ９２０ ３３２ ４１２ ２６ ２８３ ３,１６０
平成２１年度 ９５７ ２１７ ９２０ ３４５ ４１６ ２６ ２８３ ３,１６４
平成２２年度 ９４５ ２１４ ９２０ ３５８ ４１９ ２６ ２８３ ３,１６６
平成２３年度 ９３６ ２１２ ９２０ ３５８ ４２２ ２６ ２８３ ３,１５８
平成２４年度 ９２７ ２１０ ９２０ ３５８ ４２５ ２６ ２８３ ３,１４９
平成２５年度 ９１３ ２０７ ９２０ ３５８ ４２８ ２５ ２８３ ３,１３４
平成２６年度 ９００ ２０４ ９２０ ３５８ ４３１ ２５ ２８３ ３,１２０
平成２７年度 ８８４ ２００ ９２０ ３５８ ４３３ ２４ ２８３ ３,１０３
平成２８年度 ８７１ １９８ ９２０ ３５８ ４３５ ２４ ２８３ ３,０８９
平成２９年度 ８５９ １９５ ９２０ ３５８ ４３６ ２４ ２８３ ３,０７５
平成３０年度 ８４７ １９２ ９２０ ３５８ ４３７ ２３ ２８３ ３,０６１
平成３１年度 ８３５ １８９ ９２０ ３５８ ４３８ ２３ ２８３ ３,０４７
平成３２年度 ８２４ １８６ ９２０ ３５８ ４３８ ２２ ２８３ ３,０３２
平成３３年度 ８１２ １８５ ９２０ ３５８ ４３８ ２２ ２８３ ３,０１９
平成３４年度 ８０３ １８３ ９２０ ３５３ ４３８ ２２ ２８３ ３,００２
平成３５年度 ７９４ １８１ ９２０ ３４１ ４３８ ２１ ２８３ ２,９７９
平成３６年度 ７８５ １７９ ９２０ ３１５ ４３８ ２１ ２８３ ２,９４２
平成３７年度 ７７５ １７８ ９２０ ２９７ ４３８ ２１ ２８３ ２,９１２

地方交付税(1)…従来の普通交付税と特別交付税
地方交付税(2)…臨時財政対策債償還金相当額と臨時財政対策債代替措置分（平成1９年度以降）

歳出 人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他 歳出合計 歳入合計 形式収支

平成１８年度 ９７６ １３１ ３７７ ５６５ ６６９ １２８ ５２５ ３,３７１ ３,１４６ -２２５
平成１９年度 ９３４ １３６ ３６８ ５６８ ６２５ １２８ ５３５ ３,２９４ ３,１５４ -１４０
平成２０年度 ９１０ １４２ ３４１ ５７２ ６２８ １２８ ５４４ ３,２６４ ３,１６０ -１０４
平成２１年度 ９１０ １４７ ３５２ ５７５ ６８１ １２８ ５５４ ３,３４６ ３,１６４ -１８３
平成２２年度 ９１０ １５２ ３６７ ５７８ ７２３ １２８ ５６３ ３,４２０ ３,１６６ -２５５
平成２３年度 ９１０ １５７ ３４３ ５８１ ６８９ １２８ ５７３ ３,３８０ ３,１５８ -２２２
平成２４年度 ９１０ １６１ ２９０ ５８４ ６４９ １２８ ５８３ ３,３０５ ３,１４９ -１５７
平成２５年度 ９１０ １６５ ２２６ ５８８ ６５４ １２８ ５９４ ３,２６４ ３,１３４ -１３０
平成２６年度 ９１０ １６８ ２１０ ５９１ ６５４ １２８ ６０４ ３,２６５ ３,１２０ -１４４
平成２７年度 ９１０ １７１ １８０ ５９４ ６５３ １２８ ６１５ ３,２５１ ３,１０３ -１４８
平成２８年度 ９１０ １７４ １５３ ５９８ ６５３ １２８ ６２５ ３,２４０ ３,０８９ -１５１
平成２９年度 ９１０ １７６ １３８ ６０１ ６５２ １２８ ６３６ ３,２４２ ３,０７５ -１６７
平成３０年度 ９１０ １７８ １２８ ６０４ ６５２ １２８ ６４８ ３,２４７ ３,０６１ -１８７
平成３１年度 ９１０ １７９ ９６ ６０８ ６５１ １２８ ６５９ ３,２３０ ３,０４７ -１８４
平成３２年度 ９１０ １７９ ６５ ６１１ ６５１ １２８ ６７１ ３,２１５ ３,０３２ -１８３
平成３３年度 ９１０ １７９ ６６ ６１５ ６５１ １２８ ６８２ ３,２３１ ３,０１９ -２１２
平成３４年度 ９１０ １７９ ６３ ６１８ ６５０ １２８ ６９４ ３,２４２ ３,００２ -２４０
平成３５年度 ９１０ １７９ ４８ ６２２ ６５０ １２８ ７０６ ３,２４３ ２,９７９ -２６４
平成３６年度 ９１０ １７９ ５０ ６２５ ６４９ １２８ ７１９ ３,２６０ ２,９４２ -３１８
平成３７年度 ９１０ １７９ ６７ ６２９ ６４９ １２８ ７３１ ３,２９３ ２,９１２ -３８１
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⑤１市３町単純合計 
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（単位：百万円）

歳入 市税・町税
地方譲与税・

交付金
地方交付税

(1)
地方交付税

(2)
国・県支出金 市債・町債 その他 歳入合計

平成１８年度 ９９,８７８ １５,８８１ ３,０２１ １,０９６ ３０,８３３ ２０,６１５ ２３,０１０ １９４,３３４
平成１９年度 ９９,３７１ １５,８７７ ３,０２１ ９,１４１ ３１,４９２ １３,２６４ ２２,４８４ １９４,６５０
平成２０年度 ９８,８８４ １５,８７３ ３,０２１ ９,５０５ ３２,１３０ １３,２５２ ２２,４８４ １９５,１４９
平成２１年度 ９８,３５８ １５,８６５ ３,０２１ ９,８６９ ３２,７４２ １３,２３９ ２１,５２２ １９４,６１６
平成２２年度 ９７,８９９ １５,８６２ ３,０２１ １０,２３５ ２８,５７１ ９,６３９ ２０,１３９ １８５,３６６
平成２３年度 ９７,５７５ １５,８７４ ３,０２１ １０,２３５ ２９,１１７ ９,６３５ １９,７９９ １８５,２５６
平成２４年度 ９７,２１２ １５,８８０ ３,０２１ １０,２３５ ２９,６２５ ９,６２８ １９,５０３ １８５,１０４
平成２５年度 ９６,６１５ １５,８６２ ３,０２１ １０,２３５ ３０,０８８ ９,６１０ １９,５４２ １８４,９７３
平成２６年度 ９６,０３２ １５,８４４ ３,０２１ １０,２３５ ３０,５０３ ９,５９３ １９,５５３ １８４,７８１
平成２７年度 ９５,４３９ １５,８２１ ３,０２１ １０,２３５ ３０,８６７ ９,５７５ １９,５７５ １８４,５３３
平成２８年度 ９４,９７４ １５,８１４ ３,０２１ １０,２３５ ３１,１７５ ９,５６３ １９,６１５ １８４,３９７
平成２９年度 ９４,５５６ １５,８０９ ３,０２１ １０,２３５ ３１,４２６ ９,５５４ １９,６６０ １８４,２６１
平成３０年度 ９４,１６３ １５,８０６ ３,０２１ １０,２３５ ３１,６１６ ９,５４５ １９,６８７ １８４,０７３
平成３１年度 ９３,８２４ １５,８０７ ３,０２１ １０,２３５ ３１,７４４ ９,５３９ １９,５２０ １８３,６９０
平成３２年度 ９３,５４１ １５,８１３ ３,０２１ １０,２３５ ３１,８０８ ９,５３６ １９,４８４ １８３,４３８
平成３３年度 ９３,２５８ １５,８１４ ３,０２１ １０,２３５ ３１,８０８ ９,５３２ １９,４８４ １８３,１５２
平成３４年度 ９２,９８６ １５,８１３ ３,０２１ １０,０４５ ３１,８０８ ９,５２９ １９,４８４ １８２,６８６
平成３５年度 ９２,７３６ １５,８０６ ３,０２１ ９,６５７ ３１,８０８ ９,５２７ １９,４８４ １８２,０３９
平成３６年度 ９２,４５８ １５,８１９ ３,０２１ ８,８７１ ３１,８０８ ９,５２３ １９,４８４ １８０,９８４
平成３７年度 ９２,１５３ １５,８２９ ３,０２１ ８,３６０ ３１,８０８ ９,５１８ １９,４８４ １８０,１７３

地方交付税(1)…従来の普通交付税と特別交付税
地方交付税(2)…臨時財政対策債償還金相当額と臨時財政対策債代替措置分（平成1９年度以降）

歳出 人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他 歳出合計 歳入合計 形式収支

平成１８年度 ４１,２２５ ２８,８８２ １９,８２１ ２４,８２３ １１,４０５ ３１,４８３ ３２,１６７ １８９,８０６ １９４,３３４ ４,５２８
平成１９年度 ４１,１７３ ３０,１１９ １９,９５２ ２４,７５２ １１,０１１ ３１,４８３ ３２,１２３ １９０,６１３ １９４,６５０ ４,０３７
平成２０年度 ４１,２１９ ３１,３１６ ２０,０１７ ２４,６８４ １０,８７０ ３１,４８３ ３１,８６５ １９１,４５４ １９５,１４９ ３,６９５
平成２１年度 ４１,５８７ ３２,４６６ ２０,４４６ ２４,６１３ １０,９０４ ３１,４８３ ３１,２９１ １９２,７９０ １９４,６１６ １,８２６
平成２２年度 ４１,７３１ ３３,５５９ ２０,６９５ ２４,５４６ １０,９６２ ２４,２０２ ３０,７１０ １８６,４０５ １８５,３６６ -１,０３９
平成２３年度 ４１,２７４ ３４,５８５ ２１,３４７ ２４,４７６ １０,７８６ ２４,２０２ ３０,７９５ １８７,４６５ １８５,２５６ -２,２０９
平成２４年度 ４１,３４８ ３５,５３８ ２１,５３４ ２４,４０８ １０,３７６ ２４,２０２ ３０,８８０ １８８,２８６ １８５,１０４ -３,１８２
平成２５年度 ４１,２８１ ３６,４０７ ２１,４７５ ２４,３４１ １０,２６０ ２４,２０２ ３０,９６９ １８８,９３５ １８４,９７３ -３,９６２
平成２６年度 ４１,７８５ ３７,１８６ ２０,３０５ ２４,２７５ １０,１１７ ２４,２０２ ３１,０５５ １８８,９２５ １８４,７８１ -４,１４４
平成２７年度 ４１,８８８ ３７,８６８ １８,８００ ２４,２０８ ９,９７８ ２４,２０２ ３１,１４４ １８８,０８８ １８４,５３３ -３,５５５
平成２８年度 ４２,２８５ ３８,４４９ １８,３６６ ２４,１４３ ９,８４２ ２４,２０２ ３１,２３１ １８８,５１８ １８４,３９７ -４,１２１
平成２９年度 ４１,４８８ ３８,９１８ １７,４１５ ２４,０７７ ９,７０６ ２４,２０２ ３１,３２０ １８７,１２６ １８４,２６１ -２,８６５
平成３０年度 ４１,１４９ ３９,２７６ １７,０６５ ２４,０１３ ９,５７６ ２４,２０２ ３１,４０９ １８６,６９０ １８４,０７３ -２,６１７
平成３１年度 ４１,２７１ ３９,５１６ １６,５１８ ２３,９４９ ９,４４７ ２４,２０２ ３１,４９８ １８６,４０１ １８３,６９０ -２,７１１
平成３２年度 ４１,２２２ ３９,６３６ １５,９０７ ２３,８８５ ９,３２１ ２４,２０２ ３１,５９０ １８５,７６３ １８３,４３８ -２,３２５
平成３３年度 ４１,１４９ ３９,６３６ １６,１０２ ２３,８２２ ９,１９８ ２４,２０２ ３１,６７８ １８５,７８７ １８３,１５２ -２,６３５
平成３４年度 ４１,１４９ ３９,６３６ １５,７８１ ２３,７６０ ９,０７６ ２４,２０２ ３１,７７０ １８５,３７４ １８２,６８６ -２,６８８
平成３５年度 ４１,１４９ ３９,６３６ １５,３２４ ２３,６９８ ８,９５８ ２４,２０２ ３１,８６１ １８４,８２８ １８２,０３９ -２,７８９
平成３６年度 ４１,１４９ ３９,６３６ １４,３５７ ２３,６３５ ８,８４２ ２４,２０２ ３１,９５４ １８３,７７５ １８０,９８４ -２,７９１
平成３７年度 ４１,１４９ ３９,６３６ １３,６９７ ２３,５７５ ８,７２８ ２４,２０２ ３２,０４６ １８３,０３３ １８０,１７３ -２,８６０
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（２）合併する場合 

①新市（合併特例債発行なし） 
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（単位：百万円）

歳入 市税
地方譲与税・

交付金
地方交付税

(1)
地方交付税

(2)
国・県支出金 市債 その他 歳入合計

平成１８年度 ９９,８７８ １５,８８１ ３,９４７ １,０９６ ３１,０８３ ２０,６１５ ２３,３５９ １９５,８５８
平成１９年度 ９９,３７１ １５,８７７ ３,８１７ ９,１４１ ３１,７４２ １３,２６４ ２３,３５１ １９６,５６２
平成２０年度 ９８,８８４ １５,８７３ ３,７５２ ９,５０６ ３２,３８０ １３,２５２ ２３,３５２ １９６,９９９
平成２１年度 ９８,３５８ １５,８６５ ３,６２２ ９,８７０ ３２,７４２ １３,２３９ ２２,３５３ １９６,０４８
平成２２年度 ９７,９００ １５,８６２ ３,６２２ １０,２３５ ２８,５７１ ９,６３９ ２２,４４４ １８８,２７３
平成２３年度 ９７,７６６ １５,８７４ ３,０２２ １０,２３５ ２９,１１８ ９,６３５ ２２,４４５ １８８,０９４
平成２４年度 ９７,４１１ １５,８８０ ３,０２２ １０,２３５ ２９,６２５ ９,６２８ ２２,４４７ １８８,２４７
平成２５年度 ９６,８２３ １５,８６１ ３,０２２ １０,２３５ ３０,０８８ ９,６１０ ２０,６７７ １８６,３１６
平成２６年度 ９６,２４９ １５,８４３ ３,０２２ １０,２３５ ３０,５０３ ９,５９３ ２０,４８６ １８５,９３０
平成２７年度 ９５,６６６ １５,８２２ ３,０２２ １０,２３５ ３０,８６７ ９,５７５ ２０,４５０ １８５,６３７
平成２８年度 ９５,２０２ １５,８１３ ２,９６３ １０,２３５ ３１,１７５ ９,５６３ ２０,４５２ １８５,４０４
平成２９年度 ９４,７８３ １５,８０９ ２,８４５ １０,２３５ ３１,４２６ ９,５５４ ２０,４５３ １８５,１０５
平成３０年度 ９４,３９１ １５,８０６ ２,６９８ １０,２３５ ３１,６１６ ９,５４５ ２０,４５４ １８４,７４５
平成３１年度 ９４,０５２ １５,８０７ ２,５９２ １０,２３５ ３１,７４４ ９,５３９ ２２,４５５ １８６,４２５
平成３２年度 ９３,７６８ １５,８１３ ２,４８７ １０,２３５ ３１,８０８ ９,５３６ ２０,４５７ １８４,１０３
平成３３年度 ９３,４８５ １５,８１４ ２,４３４ １０,２３５ ３１,８０８ ９,５３２ ２２,４５８ １８５,７６６
平成３４年度 ９３,２１４ １５,８１３ ２,４３４ １０,０４４ ３１,８０８ ９,５２９ ２０,４５９ １８３,３０２
平成３５年度 ９２,９６３ １５,８０７ ２,４３４ ９,６５８ ３１,８０８ ９,５２７ ２２,４６１ １８４,６５８
平成３６年度 ９２,６８４ １５,８１８ ２,４３４ ８,８７２ ３１,８０８ ９,５２３ ２０,４６２ １８１,６０１
平成３７年度 ９２,３８０ １５,８２９ ２,４３４ ８,３６０ ３１,８０８ ９,５１８ ２２,４６３ １８２,７９３

地方交付税(1)…従来の普通交付税と特別交付税、財政支援措置
地方交付税(2)…臨時財政対策債償還金相当額と臨時財政対策債代替措置分（平成1９年度以降）

歳出 人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他 歳出合計 歳入合計 形式収支

平成１８年度 ４１,３８２ ２８,８８２ １９,８２１ ２４,１６３ ８,６３６ ３１,４８３ ３６,４３８ １９０,８０５ １９５,８５８ ５,０５４
平成１９年度 ４１,１５５ ３０,１１９ １９,９５２ ２３,８７１ ８,４７１ ３１,４８３ ３６,２１７ １９１,２６８ １９６,５６２ ５,２９４
平成２０年度 ４１,０２４ ３１,３１７ ２０,０１８ ２３,５８０ ８,３１０ ３１,４８３ ３６,１１２ １９１,８４４ １９６,９９９ ５,１５５
平成２１年度 ４１,２１６ ３２,４６６ ２０,４４６ ２３,２８９ ８,１５３ ３１,４８３ ３５,４０１ １９２,４５２ １９６,０４８ ３,５９６
平成２２年度 ４１,１８３ ３３,５５９ ２０,６９５ ２２,９９７ ７,９９８ ２４,２０３ ３４,８６８ １８５,５０３ １８８,２７３ ２,７６９
平成２３年度 ４０,４９０ ３４,５８５ ２１,３４６ ２２,７０６ ７,８４７ ２４,２０３ ３４,５４５ １８５,７２２ １８８,０９４ ２,３７３
平成２４年度 ４０,３９６ ３５,５３７ ２１,５３５ ２２,４１５ ７,６９８ ２４,２０３ ３４,２９５ １８６,０７８ １８８,２４７ ２,１６９
平成２５年度 ４０,３２９ ３６,４０７ ２１,４７４ ２２,１２３ ７,５５３ ２４,２０３ ３４,２２７ １８６,３１６ １８６,３１６ ０
平成２６年度 ４０,８３３ ３７,１８６ ２０,３０５ ２１,８３２ ７,４１１ ２４,２０３ ３４,３１４ １８６,０８３ １８５,９３０ -１５３
平成２７年度 ４０,９３６ ３７,８６９ １８,８０１ ２１,５４０ ７,２７１ ２４,２０３ ３４,７１０ １８５,３２９ １８５,６３７ ３０８
平成２８年度 ４１,３３３ ３８,４４８ １８,３６６ ２１,２４９ ７,１３４ ２４,２０３ ３４,５８１ １８５,３１３ １８５,４０４ ９０
平成２９年度 ４０,５３６ ３８,９１８ １７,４１５ ２０,９５８ ７,０００ ２４,２０３ ３５,３２７ １８４,３５７ １８５,１０５ ７４８
平成３０年度 ４０,１９７ ３９,２７５ １７,０６５ ２０,６６６ ６,８６９ ２４,２０３ ３５,５６９ １８３,８４４ １８４,７４５ ９０１
平成３１年度 ４０,３１９ ３９,５１６ １６,５１７ ２０,３７５ ６,７４０ ２４,２０３ ３５,７５６ １８３,４２７ １８６,４２５ ２,９９９
平成３２年度 ４０,２７０ ３９,６３７ １５,９０８ ２０,０８４ ６,６１４ ２４,２０３ ３６,１１８ １８２,８３３ １８４,１０３ １,２７０
平成３３年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １６,１０２ ２０,０８４ ６,４９１ ２４,２０３ ３５,９９６ １８２,７０８ １８５,７６６ ３,０５８
平成３４年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １５,７８１ ２０,０８４ ６,３７０ ２４,２０３ ３６,０３０ １８２,３０１ １８３,３０２ １,００１
平成３５年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １５,３２５ ２０,０８４ ６,２５１ ２４,２０３ ３６,０４１ １８１,７３７ １８４,６５８ ２,９２１
平成３６年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １４,３５７ ２０,０８４ ６,１３５ ２４,２０３ ３６,１０１ １８０,７１３ １８１,６０１ ８８８
平成３７年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １３,６９６ ２０,０８４ ６,０２１ ２４,２０３ ３６,１３０ １７９,９６８ １８２,７９３ ２,８２５
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②新市（合併特例債 50%発行） 
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（単位：百万円）

歳入 市税
地方譲与税・

交付金
地方交付税

(1)
地方交付税

(2)
国・県支出金 市債 その他 歳入合計

平成１８年度 ９９,８７８ １５,８８１ ３,９４７ １,０９６ ３１,０８３ ２０,６１５ ２３,３５９ １９５,８５８
平成１９年度 ９９,３７１ １５,８７７ ３,８４９ ９,１４１ ３１,７４２ １３,２６４ ２３,３５１ １９６,５９４
平成２０年度 ９８,８８４ １５,８７３ ３,８１６ ９,５０６ ３２,３８０ １３,２５２ ２３,３５２ １９７,０６３
平成２１年度 ９８,３５８ １５,８６５ ３,９１８ ９,８７０ ３２,７４２ １３,２３９ ２２,３５３ １９６,３４４
平成２２年度 ９７,９００ １５,８６２ ４,１４６ １０,２３５ ２８,５７１ １１,９２６ ２２,４４４ １９１,０８４
平成２３年度 ９７,７６６ １５,８７４ ３,７７０ １０,２３５ ２９,１１８ １１,９２２ ２２,４４５ １９１,１３０
平成２４年度 ９７,４１１ １５,８８０ ３,９９０ １０,２３５ ２９,６２５ １１,９１５ ２２,４４７ １９１,５０３
平成２５年度 ９６,８２３ １５,８６１ ４,２０６ １０,２３５ ３０,０８８ １１,８９７ ２２,４４８ １９１,５５９
平成２６年度 ９６,２４９ １５,８４３ ４,４１８ １０,２３５ ３０,５０３ １１,８８０ ２２,４４９ １９１,５７７
平成２７年度 ９５,６６６ １５,８２２ ４,６２７ １０,２３５ ３０,８６７ １１,８６２ ２０,４５０ １８９,５２９
平成２８年度 ９５,２０２ １５,８１３ ４,７７２ １０,２３５ ３１,１７５ ９,５６３ ２２,４５２ １８９,２１３
平成２９年度 ９４,７８３ １５,８０９ ４,６２２ １０,２３５ ３１,４２６ ９,５５４ ２０,４５３ １８６,８８２
平成３０年度 ９４,３９１ １５,８０６ ４,４４３ １０,２３５ ３１,６１６ ９,５４５ ２０,４５４ １８６,４９０
平成３１年度 ９４,０５２ １５,８０７ ４,１０５ １０,２３５ ３１,７４４ ９,５３９ ２２,４５５ １８７,９３８
平成３２年度 ９３,７６８ １５,８１３ ３,７７１ １０,２３５ ３１,８０８ ９,５３６ ２０,４５７ １８５,３８８
平成３３年度 ９３,４８５ １５,８１４ ３,４９４ １０,２３５ ３１,８０８ ９,５３２ ２２,４５８ １８６,８２７
平成３４年度 ９３,２１４ １５,８１３ ３,２７４ １０,０４４ ３１,８０８ ９,５２９ ２２,４５９ １８６,１４２
平成３５年度 ９２,９６３ １５,８０７ ２,８５８ ９,６５８ ３１,８０８ ９,５２７ ２０,４６１ １８３,０８２
平成３６年度 ９２,６８４ １５,８１８ ２,８４６ ８,８７２ ３１,８０８ ９,５２３ ２２,４６２ １８４,０１３
平成３７年度 ９２,３８０ １５,８２９ ２,６３８ ８,３６０ ３１,８０８ ９,５１８ ２０,４６３ １８０,９９７

地方交付税(1)…従来の普通交付税と特別交付税、合併特例債償還金相当額の70%、財政支援措置
地方交付税(2)…臨時財政対策債償還金相当額と臨時財政対策債代替措置分（平成19年度以降）

歳出 人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他 歳出合計 歳入合計 形式収支

平成１８年度 ４１,３８２ ２８,８８２ １９,８２１ ２４,１６３ ８,６３６ ３１,４８３ ３６,４３８ １９０,８０５ １９５,８５８ ５,０５４
平成１９年度 ４１,１５５ ３０,１１９ １９,９５２ ２３,８７１ ８,４７１ ３１,４８３ ３６,２３３ １９１,２８４ １９６,５９４ ５,３１０
平成２０年度 ４１,０２４ ３１,３１７ ２０,０１８ ２３,５８０ ８,３１０ ３１,４８３ ３６,１４４ １９１,８７６ １９７,０６３ ５,１８７
平成２１年度 ４１,２１６ ３２,４６６ ２０,７３１ ２３,２８９ ８,１５３ ３１,４８３ ３５,４０６ １９２,７４３ １９６,３４４ ３,６０１
平成２２年度 ４１,１８３ ３３,５５９ ２１,４３８ ２２,９９７ ７,９９８ ２４,２０３ ３５,９０３ １８７,２８０ １９１,０８４ ３,８０４
平成２３年度 ４０,４９０ ３４,５８５ ２２,００５ ２２,７０６ ７,８４７ ２４,２０３ ３５,７３３ １８７,５６９ １９１,１３０ ３,５６１
平成２４年度 ４０,３９６ ３５,５３７ ２２,３９４ ２２,４１５ ７,６９８ ２４,２０３ ３５,４９３ １８８,１３６ １９１,５０３ ３,３６７
平成２５年度 ４０,３２９ ３６,４０７ ２２,５２９ ２２,１２３ ７,５５３ ２４,２０３ ３５,３２１ １８８,４６５ １９１,５５９ ３,０９４
平成２６年度 ４０,８３３ ３７,１８６ ２１,６６３ ２１,８３２ ７,４１１ ２４,２０３ ３５,３８２ １８８,５０９ １９１,５７７ ３,０６８
平成２７年度 ４０,９３６ ３７,８６９ ２０,４５６ ２１,５４０ ７,２７１ ２４,２０３ ３５,８２８ １８８,１０３ １８９,５２９ １,４２６
平成２８年度 ４１,３３３ ３８,４４８ ２０,３１３ ２１,２４９ ７,１３４ ２４,２０３ ３４,５１２ １８７,１９１ １８９,２１３ ２,０２１
平成２９年度 ４０,５３６ ３８,９１８ １９,６０６ ２０,９５８ ７,０００ ２４,２０３ ３５,１２０ １８６,３４１ １８６,８８２ ５４１
平成３０年度 ４０,１９７ ３９,２７５ １８,９２１ ２０,６６６ ６,８６９ ２４,２０３ ３５,５１３ １８５,６４５ １８６,４９０ ８４５
平成３１年度 ４０,３１９ ３９,５１６ １８,０４１ ２０,３７５ ６,７４０ ２４,２０３ ３５,７５１ １８４,９４５ １８７,９３８ ２,９９３
平成３２年度 ４０,２７０ ３９,６３７ １７,３９５ ２０,０８４ ６,６１４ ２４,２０３ ３６,０１６ １８４,２１９ １８５,３８８ １,１６９
平成３３年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １６,９８０ ２０,０８４ ６,４９１ ２４,２０３ ３６,０８７ １８３,６７８ １８６,８２７ ３,１４９
平成３４年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １６,３４４ ２０,０８４ ６,３７０ ２４,２０３ ３６,１６９ １８３,００３ １８６,１４２ ３,１４０
平成３５年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １５,２９３ ２０,０８４ ６,２５１ ２４,２０３ ３６,２６９ １８１,９３４ １８３,０８２ １,１４９
平成３６年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １４,３０８ ２０,０８４ ６,１３５ ２４,２０３ ３６,３３１ １８０,８９５ １８４,０１３ ３,１１９
平成３７年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １３,３５０ ２０,０８４ ６,０２１ ２４,２０３ ３６,４０５ １７９,８９７ １８０,９９７ １,１００
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③新市（合併特例債 100%発行） 
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（単位：百万円）

歳入 市税
地方譲与税・

交付金
地方交付税

(1)
地方交付税

(2)
国・県支出金 市債 その他 歳入合計

平成１８年度 ９９,８７８ １５,８８１ ３,９４７ １,０９６ ３１,０８３ ２１,６００ ２３,３５９ １９６,８４４
平成１９年度 ９９,３７１ １５,８７７ ３,８８１ ９,１４１ ３１,７４２ １４,２４９ ２３,３５１ １９７,６１１
平成２０年度 ９８,８８４ １５,８７３ ３,８８０ ９,５０６ ３２,３８０ １４,２３８ ２３,３５２ １９８,１１２
平成２１年度 ９８,３５８ １５,８６５ ４,２１４ ９,８７０ ３２,７４２ １４,２２４ ２２,３５３ １９７,６２６
平成２２年度 ９７,９００ １５,８６２ ４,６７０ １０,２３５ ２８,５７１ １４,２１３ ２２,４４４ １９３,８９５
平成２３年度 ９７,７６６ １５,８７４ ４,５１８ １０,２３５ ２９,１１８ １４,２０９ ２２,４４５ １９４,１６５
平成２４年度 ９７,４１１ １５,８８０ ４,９５９ １０,２３５ ２９,６２５ １４,２０２ ２２,４４７ １９４,７５８
平成２５年度 ９６,８２３ １５,８６１ ５,３９１ １０,２３５ ３０,０８８ １４,１８４ ２２,４４８ １９５,０３０
平成２６年度 ９６,２４９ １５,８４３ ５,８１５ １０,２３５ ３０,５０３ １４,１６７ ２２,４４９ １９５,２６１
平成２７年度 ９５,６６６ １５,８２２ ６,２３１ １０,２３５ ３０,８６７ １４,１４９ ２２,４５０ １９５,４２１
平成２８年度 ９５,２０２ １５,８１３ ６,５８１ １０,２３５ ３１,１７５ ９,５６３ ２２,４５２ １９１,０２２
平成２９年度 ９４,７８３ １５,８０９ ６,３９９ １０,２３５ ３１,４２６ ９,５５４ ２２,４５３ １９０,６５９
平成３０年度 ９４,３９１ １５,８０６ ６,１８８ １０,２３５ ３１,６１６ ９,５４５ ２２,４５４ １９０,２３５
平成３１年度 ９４,０５２ １５,８０７ ５,６１８ １０,２３５ ３１,７４４ ９,５３９ ２２,４５５ １８９,４５１
平成３２年度 ９３,７６８ １５,８１３ ５,０５６ １０,２３５ ３１,８０８ ９,５３６ ２２,４５７ １８８,６７３
平成３３年度 ９３,４８５ １５,８１４ ４,５５５ １０,２３５ ３１,８０８ ９,５３２ ２２,４５８ １８７,８８７
平成３４年度 ９３,２１４ １５,８１３ ４,１１５ １０,０４４ ３１,８０８ ９,５２９ ２０,４５９ １８４,９８３
平成３５年度 ９２,９６３ １５,８０７ ３,２８２ ９,６５８ ３１,８０８ ９,５２７ ２２,４６１ １８５,５０６
平成３６年度 ９２,６８４ １５,８１８ ３,２５８ ８,８７２ ３１,８０８ ９,５２３ ２２,４６２ １８４,４２６
平成３７年度 ９２,３８０ １５,８２９ ２,８４２ ８,３６０ ３１,８０８ ９,５１８ ２０,４６３ １８１,２０１

地方交付税(1)…従来の普通交付税と特別交付税、合併特例債償還金相当額の70%、財政支援措置
地方交付税(2)…臨時財政対策債償還金相当額と臨時財政対策債代替措置分（平成19年度以降）

歳出 人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他 歳出合計 歳入合計 形式収支

平成１８年度 ４１,３８２ ２８,８８２ １９,８２１ ２４,１６３ ８,６３６ ３１,４８３ ３６,９３１ １９１,２９７ １９６,８４４ ５,５４６
平成１９年度 ４１,１５５ ３０,１１９ １９,９７２ ２３,８７１ ８,４７１ ３１,４８３ ３６,７３２ １９１,８０３ １９７,６１１ ５,８０９
平成２０年度 ４１,０２４ ３１,３１７ ２０,０５７ ２３,５８０ ８,３１０ ３１,４８３ ３６,６４９ １９２,４２０ １９８,１１２ ５,６９２
平成２１年度 ４１,２１６ ３２,４６６ ２１,０７６ ２３,２８９ ８,１５３ ３１,４８３ ３５,８７４ １９３,５５６ １９７,６２６ ４,０６９
平成２２年度 ４１,１８３ ３３,５５９ ２２,０１８ ２２,９９７ ７,９９８ ２４,２０３ ３７,０１８ １８８,９７６ １９３,８９５ ４,９１９
平成２３年度 ４０,４９０ ３４,５８５ ２２,８４１ ２２,７０６ ７,８４７ ２４,２０３ ３６,８３３ １８９,５０４ １９４,１６５ ４,６６１
平成２４年度 ４０,３９６ ３５,５３７ ２３,４８０ ２２,４１５ ７,６９８ ２４,２０３ ３６,５７８ １９０,３０６ １９４,７５８ ４,４５２
平成２５年度 ４０,３２９ ３６,４０７ ２３,８５９ ２２,１２３ ７,５５３ ２４,２０３ ３６,３９２ １９０,８６５ １９５,０３０ ４,１６５
平成２６年度 ４０,８３３ ３７,１８６ ２３,２９５ ２１,８３２ ７,４１１ ２４,２０３ ３６,４０８ １９１,１６７ １９５,２６１ ４,０９３
平成２７年度 ４０,９３６ ３７,８６９ ２２,３８６ ２１,５４０ ７,２７１ ２４,２０３ ３６,８０９ １９１,０１４ １９５,４２１ ４,４０７
平成２８年度 ４１,３３３ ３８,４４８ ２２,５３４ ２１,２４９ ７,１３４ ２４,２０３ ３４,４９０ １８９,３９１ １９１,０２２ １,６３０
平成２９年度 ４０,５３６ ３８,９１８ ２１,７８２ ２０,９５８ ７,０００ ２４,２０３ ３４,９２０ １８８,３１７ １９０,６５９ ２,３４２
平成３０年度 ４０,１９７ ３９,２７５ ２１,０５１ ２０,６６６ ６,８６９ ２４,２０３ ３５,３２１ １８７,５８２ １９０,２３５ ２,６５３
平成３１年度 ４０,３１９ ３９,５１６ １９,８４０ ２０,３７５ ６,７４０ ２４,２０３ ３５,６０８ １８６,６００ １８９,４５１ ２,８５１
平成３２年度 ４０,２７０ ３９,６３７ １８,８６８ ２０,０８４ ６,６１４ ２４,２０３ ３５,９２３ １８５,５９８ １８８,６７３ ３,０７５
平成３３年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １８,１３２ ２０,０８４ ６,４９１ ２４,２０３ ３６,０４１ １８４,７８４ １８７,８８７ ３,１０３
平成３４年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １７,１８２ ２０,０８４ ６,３７０ ２４,２０３ ３６,１７０ １８３,８４２ １８４,９８３ １,１４１
平成３５年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １５,５３６ ２０,０８４ ６,２５１ ２４,２０３ ３６,３６０ １８２,２６７ １８５,５０６ ３,２３９
平成３６年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １４,５３４ ２０,０８４ ６,１３５ ２４,２０３ ３６,４２４ １８１,２１４ １８４,４２６ ３,２１２
平成３７年度 ４０,１９７ ３９,６３７ １３,２７９ ２０,０８４ ６,０２１ ２４,２０３ ３６,５４３ １７９,９６３ １８１,２０１ １,２３８



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 ： 〒229-0036 神奈川県相模原市富士見 6-6-23 けやき会館 3 階 

TEL：042-769-8206 FAX：042-768-4066 

E-mail:kouiki@city.sagamihara.kanagawa.jp 

ホームページ http://www.st-gappei.jp 

 

平成１６年１２月 発行 

相模原・津久井地域合併協議会 

まちづくりの将来ビジョン検討委員会 

上溝夏祭り 相模湖 

城山湖 

津久井湖 

相模の大凧 

木もれびの森 
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